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議 題

1)審議品目

○添加物として新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定

・ 2, 3-ジエチルー 5-メ チル ピラジン

・ 2-(3-フ ェニルプロピル)ピ リジン

,6, 7-ジ ヒ ドロー5-メ チルー5H― シクロペンタピラジン

・ 1-ペ ンテンー3-オ ール

・ 3-メ チルー2-ブテノール

ロピラジン

・ 3-メ チルー2-ブテナール

(2)報告品目

○ポジティブリス ト制度関係

【農薬】

ロエ トフェンプロックス (魚 介類 +畜産物 )

ログルホシネー ト (暫定基準の見直 し+適用拡大 )

・クロランスラムメチル (暫 定基準の見直 し)

・メ トミノス トロビン (暫定基準の見直 し+魚介類 )

・ ピリミノバ ックメチル (魚 介類 )

・メプロニル (暫定基準の見直 し+魚介類 )

・ トリネキサパ ックエチル (暫定基準の見直 し)

・ゾキサ ミ ド (暫定基準の見直 し)

・ メチオカルブ (暫定基準の見直 し)

・ トリフルスルフロンメチル (暫定基準の見直 し)

・ ミクロブタニル (暫定基準の見直 し)



○ポジティブリス ト制度関係

【飼料添加物及び動物用医薬品】

・クロルスロン (暫定基準の見直 し)

ロエフロ トマイシン (暫定基準の見直 し)

ロセファレキシン (暫定基準の見直 し)

(3)文書配布による報告品目等

○即席めん類の規格基準の一部改正について

○既存添加物名簿からの消除予定添加物について

○ポジティブリス ト制度関係                       ｀

【農薬】

ロシアゾフアミ ド (適用拡大 )

・ ピリダリル (適用拡大 )

・アセキノシル (適用拡大 )

・インダノファン (適用拡大 )

【動物用医薬品】

・エンロフロキサシン

(薬事法に基づ く承認事項の変更に伴 う残留基準の設定 )

・牛クロス トリジウム感染症5種混合 (ア ジュバン ト加)ト キソイ ド

(薬事法に基づ く再審査申請に伴 う残留基準の設定 )

・鶏コクシジウム感染症 (ネ カ トリックス)生 ワクチン

(薬事法に基づ く再審査申請に伴 う残留基準の設定 )

・ツラスロマイシン

(薬事法に基づ く承認申請に伴 う残留基準の設定 )

・マイコプラズマ ロガリセプチカム感染症・マイコプラズマ ロシノビエ感染症

混合生ワクチン (薬事法に基づ く承認申請に伴 う残留基準の設定 )

Ⅱ 報告事項  (男1冊 )

○食品中のアフラ トキシンについて

○アフラ トキシン検査におけるサンプリングプランの改正について

○「平成23年度輸入食品監視指導計画 (案 )」 について

○食品衛生分科会における審議対象品日の処理状況について

3.閉 会
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審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準・成分規

格の設定            イ

経緯 国際汎用香料として指定の検討を行ってきたもの

構造式

CH3

用途 香料

概要
ライ麦パン、ポップコーン等の食品に存在し、また、

コTヒ T及び落花生の焙煎並びに豚肉、子めん羊肉等

の加熱調理により生成する成分である。

諸外国での状況

欧米で1ま、焼幕子(朝食シリアル、ラフト・キキンデニ類、

肉製品、冷凍乳製品類、ゼラチジ・プリン類等の様々 な力百

工食品において香りの再現、風味を向上等の自酌で添加さ

:れている。 で        ,          ‐
｀

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

摂取量の推計

欧本における推定操取量を踏まえると、我が国におけ

る推定摂取量は下本T甲 当たりt.お よそo.2か らlμ g

の範囲になると推定される。本推定摂取量と90日 間反

復投与毒性試験|ビ おける無毒性量 (2市g/kg体重/由 )

から安全マ‐ジン (100,009～ 50o,000)が得られる。

使用基準案 着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格案 別紙のとおり。

意見聴取の状況 パブリックコメント及びW丁 o通報実施中。

答申案 別紙のとおり。

2, 3ニ ジエチルー 5・―メチルピラジン

… 1-



答申 (案 )

1.2, 3■ ジエチルー5-メ チルピラジンについては、添加物として人の健

康を損なうおそれはないことからt指定することは、差し支えない。

2.2, 3ニ ジエチルニ5ァ メチルピラジンの添加物としての使用基準及び成

分規格については、以下のとおり設定することが適当である。

使用基準

着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格  |
2,3-ジ 平テル15「 メチルピラジン

2,3-Diethyl-5-methylpyrazine           .

C9H14N2.                       分子量 150.22

2,3TDiethyl-5-methylpyrazlne [18138=04-0]

含  量 本品は,2,3-ジ エチルー5-メ チルピラジン (G9H14N2)98.0%以上を含

む。

性  状 本品は,無～淡章色の透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し,本品の

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき

'同

一波数のところに同様の強

度の吸収を認めるし

純度試験 (1)屈折率 nT=1.493～ 1.5051

(2)比重 d`:=0.938γO.957                 ´

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操

作条件(1)に より定量する。

-2-



参照赤外吸収スペク トル

2,3-ジエチノンー5-メテルどラジン

- f500
l$a#oumbr [crl]

-3ニ





審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準・成分規

格の設定  ‐
1

国際汎用香料として指定の検討を行うてきたもの

構造式

概 要 食品中に天然に存在することが確認されていなし`成分

である。

諸外国での状況

欧米では、焼菓子、スナック菓子、グレー ビニソ=ス
類、朝食シリアル類、香辛料、調味ソニス・スプレシ

ド・付合す類等の様々な加工食品において香りの再現、

風味を向上等の目的で添力|されている。

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

い 。                     _

摂取量の推計
‐

欧米にぉける推定摂取量を踏まえると、我が国におけ

る推
牢
摂
平早警

一人丁日当たり、:およそd7ら らヽ2μ g

の等囲になると推定される。本推定摂取量と90日間反

復投与毒性試験にお!ナぅ無毒性量 (4mg/kg体重/由 )

から安全マージン (100」 000ん 400,000)が得られる。

着香の目的以外に使用 してはならなしヽ。

別紙のとおり。

意見聴取の状況 パブリックコメント及びWtt o通報実施中。
別紙のとお り6

2- (g-7 t=)VJntw) r. t) i>

-4-



答申1(案)        ´

1.2-(3-フ エ手ルプロピル)ピ リジンについては、添加物として人の健

康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えなぃ。

21 2-(3-フ エニルプロピル)ピ リジンの添加物としての使用基準及び成

分規格については、以下のとおり設定することが適当である:

.                           l

使用基準

着香の目的以外1手使用してはならない。

成分規格

2-(3τ フエニルプロピル)ピ リジン

 `    :                2-(3-Phenylpropyl)pyridine

‐
11,  |‐

C14H15N                          .

2-(3■PhenylprOpyl)ly「 idine [2110-18-1]

含  量 本品は,2-(3,ブ ェニルプロピル)ピ リジン (C14H15N)97.o%以上を含

む。

性  状 本品は,無色透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法にょり測定し,本品の

スペク トルを参照スペク トルと比較するとき,同一波数のところに同様の強

)  度の味収を調める。

純度試験 (1)屈折率 nT〒 1:558～ 1.563

(2)比重 d::=1.012～ 1.020         1

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマ トグラフイーの面積百分率法の操

‐ '作 条件 (1)に より定量する。ただし,カ ラム温度は:180℃から毎分 59Cで昇

温し,230°Cに到達後,30分間保持する。

分子量  197.28

-5-



参照赤外吸収スペク トル

2-(3-フ三ニルプロビル)ピリジン

-6-





審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準・成分規

格の設定                   i
経緯 国際汎用香料として指定の検討を行つてきたもの

構造式 領》
H3C

用途 香料

概要
麦芽、ビール等の食品中に存在 し、また、コ■ ヒ_の

焙事及び豚肉等の加熱調理により生成す、る成分であ

る。   「  |        :

諸外国での状況

撃米ではソフトロキヤンデニ類t肉製品(冷凍手し製品類、

チユニインガム、清涼飲料などの様々な加工食品におしヽて

香りを再写し、風味を向上させるために添加されてぃる。

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

い 。           :

摂取量の推計

欧米
|こ
おける推定摂取量を踏まえると、我が国におけ

る推定摂黎量はTttT日 当たりtおよそ4から5μ gの

範囲になると推定される:本推定摂取量と13週間反復
投与毒性試撃におけぅ無毒Ⅲ皇

(3甲
g/kg体童

'日

)か

ら安全マ下ジン (50,000～ 60,000)が得られる:

使用基準案 看香の目的以外|1使用してはならない。

成分規格案 別紙のとお り。

意見聴取の状況 パブリックコメント及びW丁 0通報実施中。

答申案 別紙の とおり。

5-メ チルー6, 7-ジ ヒドロー5〃―シクロペンタピラジン

-7-



答申 :(案
)

1.5-メ チルー6,7-ジ ヒドロー5〃一シクロベンタピラジンについては、

添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差

し支えない。

2.5-メ デルー6, 7-ジ ヒドロー5〃―シクロペンタピラジンの添加物と

しての使用基準及び成分規格についてはt以下のとおり設定することが適当

である。

使用基準         (      1   ‐

着香の目的以外に使用 してはならない。        1

成分規格                   :
5-メ チルー6,7-ジ ヒドロー5ルシクロベンタピラジン

5-Methyl-6,7-dihydro-5乃 μcyclopentapyrazine

》
分子量  134.18C8H10N2

5-Methyl-6:7-dihソ dro-5んμcyё lopё nt,[力]pyrazine  [23747T48‐ 0]         .

含  量 本品は,5-メ チルー0,7-ジ ヒドロー5ルシクロペンタピラジン (98H10N2),

97.0%以上を含む。                 ´

性  状 本品は,淡黄～褐色の透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し,1本品の

スペク トルを参照スペク トルと比較するとき,同一波数のところに同様の強

度の吸収を認める。

純度試験 (1)屈折率 nT=1.525～ 1.535    .

(2)比重 a::=1,048～ 1.059

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフイーの面積百分率法の操

作条件(1)に より定量する。

-87



ｍ
　
　
　
　
　
　
％

冨

参照赤外吸収スペクトル

5-メチルー6,7Tジヒドロー5Hニンク=ベンタピラジン

4f100         300■          _Oooo                     1500 1000             6範
Mなぃぃtr t峡v ttm_■

-9-





審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準・成分規

格の設定

国際汎用香料として指定の検討を行つてきたもの

構造式

概要 緑茶、後発酵茶、紅茶、グアバ、ほうじ茶、あんず等

の食品に含まれている成分である。

諸外国での状況

欧米では,焼菓子tソ フト,キャンデニ類、清涼飲料、

冷凍予L製品類t‐ ゼラチジ・プリシ類、アルコ■ル飲料

等の様々な加工拿品|こおいて香りを再現し、風味を両

上させるために添加されている。

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

し )。

摂取量の推計

撃米1子 おける推定摂取量を踏まえると、我が国におけ

る推定摂取量は一人す日当たりtおよそ 1.2か ら
2.4μ gの範囲になると推定されるも本推定摂取量とOO

日間反復投与毒性試験における無毒性量 (5mg/kき 体童

/日 )から安全マージン (100,000～ 300,000)が得られ

る。   ,         :
着香の目的以外に使用 してはならない。

別紙のとお りも

意見聴取の状況 パブリ:ッ クコメント及びWtt O通報手続中。

別紙のとおり。

1ニ ペンテンー3-オール

…10二



答申 (案 )

1.1-ペ ンテンー 3ニオールについては、添加物 として人の健康弯埠なうお

: それはないことから、指定することは、差 し支えない。

2.1-ペ ンテンー 3-オールの添ヵ口物 としての使用基準及び成分規格につい

ては、以下のとおり設定する手とが適当である。

使用基準

着香の目的以外に使用 してはならない。,

成分規格              '
1-ベ ンテン■3-オ丁ル

_                           1-Penten-3-ol

OH          ′

鴫c↓ C喝

分子量 86.13C5H100                               ‐

Pent二 1-en-3-ol  [616=25-1]

含  量 本品は,1-ペンテンー3・オ丁ル (C5H160)98.0%以 上を含む。

性  状 本品は,無e透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトィレ測定法中の液膜法により測定し,本品の

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強

度の吸収を認める。
. 1              ‐

純度試験 (1)屈折率 nT=1.410～ 1.427

(2)比重 d::=0.834～ 0.840        1

定量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフオーの面積百分率法の操

作条件 (2)に より定量する。
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参照赤外吸収スペク トル

■‐ベンテンー3■オール
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3下 メチルー2‐ ブテノニル

審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準 口成分規

格の設定

経緯 国際汎用香料として指定の検討を行つてきたもの

構造式
CH3

OH

用途 香料

概要
ホップ油、当一ヒー、ラズベリー等のきいちご類、テ

セ甲ラtライチ下、はちみつ等の食品中|=存在する成

分である。        |

諸外国での状況

欧本では、チユ丁インガ■、ハニド・キヤンデニ類、

焼菓子〔ソフト|キヤンデー類、ゼラチン・プリン類、

ジャム・ゼリ丁などの様 な々加工食品において香りを

再写し、風味を向上させるために添加されてしヽる。 1

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果
‥
し

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

摂取量の推計

欧米における推定摂取量を踏まえると、我が国におけ

る準定摂取量 は■人一 日当 た り、おょそ 0.3か ら

5.4μ gの範囲になると推定される。本推定摂取量と96

日間反復投与毒性試験における無毒性量 (65.4mg/kg

体重/日 )から安全マ下ジン (700,000～ 800,00o)が得

られる6        .    '
使用基準案 着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格案 別紙のとおり。

意見聴取の状況 パブリック当メン ト及びWTO通 報手続中。

答申案 別紙のとおり。
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答申 (案 )

1.3Tメ デルー2-ブテノールについては、添加物として人の健康を損なう

おそれはないことから1指定することは、差し支えない。       1
2.3-メ チルニ2-ブテノールの添加物としての使用基準及び成分規格につ

いては、以下のとおり設定することが適当である。

使用基準

着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格

3-メ チルニ2-ブテノール

. 3-Methyl二 2-butehOI

‐   13:,PH. |  |
.   1    .           CH3

分子量 86.13C5H100                                
‐
                                        =

3-Methylbut-2-en二 1-ol[556-o2-1] :                    .

:含  量 本品は,3-メ チルー2-ブテノTル (C5H100)98.51%以 キを含む。 |

性  状 本品は,無色透明な液体で,特有のにおいがある。      |

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル浪1定法中の液膜法により測定し:本品の

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強

度の吸収を認めるg

純度試験 (1)屈折率 AT=1.438～ 1.448

(2)比重 d`:〒 0:853γO.863                1  :

(3)酸価 110以下

定 量 法 香料試験法中の香料のガスク面マトグラフィーの面積百分率法の操

作条件(2)に より定量する。ただし,カ ラムは,内径 0:25～ 0.53mm,長さ 30

ん60mのケイ酸ガラス製の細管に,ガスク由マトグラフイー用ポリエチレング

:  リコニルを0.25～ lμ mの厚さで被覆したものを使用する。

-14‐



参照赤外吸収スペク ト
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ン
，
ヾンラピ

,審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準 “成分規

格の設定

経緯 国際汎用香料として指定の検討を行つてきたもの

構造式
ヽ
♂

／
」

用途 香料

概 要 =芽
等の食品中に存在し、また、コーヒ■、ココナラ

ツ等の焙煎及びぇび、豚肉、牛肉等の加熱調理により

生成する成分である。|

諸外国での状況

欧米では、焼菓子、ハ∵ド・キャンデー類、ソフトロ

キヤンデー類、アルコ■ル飲料、製葉材蒋t冷凍7L製

品類などの様々な加工食品において春りを再現しt風

味を向上させるために添加されてしヽる。

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

い 。

摂取量の推計

欧米にお ける推定摂零量を踏まえる:と 、我が国におけ

る推定摂取量は一人:二
甲当た り、およそ 6=2μ gになる

と推定される。本推定摂取量と90日間皮復投与毒ll■試

験におIす る無■性量 (3mg/kg体重/日 )から安全■ニ

ジン (800,000)が得られる。

使用基準案 着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格案 別紙のとお り。

意見聴取の状況 パブリツクコメント及びW tt O通報手続中。

答申案 別紙のとお り。
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答申 (案)  1    :        、            1

1.ビラジンについては、添加物として人の健康を損なうおそれはないことか

ら、指定することは、差し支えないも

2.ピラジンの添加物としての使用基準及び成分規格については、以下のとお

り設定することが適当である。

使用基準        !
着春の目的以外に使用して|まならない:            1   ■

成分規格

C4H4N2                         分子量
'80.09

PyraZine  [799-37-91

含  量:本品|ま ,ピラジジ (C4H4N2)98.0′ %以上を含む:

性  状 本品は,自 ～淡章色の回体で:特有のにおいがあるし     ,

確認試験 本品を粉末にして窓板に挟み,カロ温して溶解させ,冷後,赤外吸収

スペク トル測定法中の薄膜法により測定し,本品のスペクトルを参照スペク

`ト ルと比較するとき,同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験 融点 51ん 55℃  :

定 量 法 本品0.lgを 量り,平タノール lmlを加え:て溶かし,香料試験法中の

香料のガスクロマトグラフイーの面積百分率法の操作条件 (2)に より定量す

°
る。     ́                        ,

一

Ｐ
ｙｒａｚ

ｉ
ｎ ｅ

ハ

Ｖ
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参照赤外吸収スペクトル
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審議の対象
食品添加物としての指定の可否及び使用基準・成分規

格の設定

経緯 ｀
国際汎用香料として指定の検討を行つてきたもの

構造式
H:ct8由

`用途 香料

概要 ラズベリァ、ホップの食品中に存在し、また、鶏肉等

の加熱調理により年成する成分である。

諸外国での状況

欧米で|ま、チユニインガム、ハード・キャンデニ類、
.

焼菓子tソ フト・キャンデニ類、製菓材料、ゼラチン‐

プリ:ン類等の様々な加工食品において香りの再現、風

味を向上等の目的で添加されている。

食品安全委員会における

食品健康影響評価結果

食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

い 。                      
｀

摂取量の推計

欧米における推定摂取量を踏まえると、我が国におけ

る推審摂取量は二人■日当たり、おょそ 0.5か ら

3.9μ gの範囲になると推定ざれる。本推定摂取量と9o

甲間辱復投与毒性議墜における無毒性量(0.8mg/kg体

重/日 )から安全マージン(10,000～ 80,000)が得られ
る。

使用基準案 着香の目的以外に使用してはならない。

成分規格案 別紙のとおり。

意見聴取の状況 パブリツクコメント及びWI丁 O通報手続中。

答申案 別紙の とお り。

3-メ チル=2-ブ テナ=ル

-1 9-



答申 (案 )

1.3-メ チル=2-ブテナールについては1添加物として人の健康を損なう

おそれはないことから、指定することは、差し支えない。

2.3二 'メ チル=2TブテナTルの添加物としての使用基準及び成分規格につ

し`ては、以下のとおり設定することが適当である。

使用基準

着香の目的以外に使用してはならなぃ。

成分規格
i

3-メ チルー2-ブテナール

 ́                   3-Methyl…2-butenali ■ lct■
C5H80                    '

3-Methylbut二2-enal [107-86-8]

含  量 本品は,3-メ チルニ2-ブテt―ル (C6H80)97.Q%以上を含む。

性  状 本品は,無隼透明な液体で,特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペク トル測定法中の液膜法により測定 し,本品の

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強

度の吸収を認める。

純度試験 (1)・ 蔵折華 nT=1.458～ 1.464  ‐

(2)比重 dる:二 0.870γO.o75    1

(3)酸価 5.0以下

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィ`下の面積百分率法の操

作条件(2)に より定量する。ただし,カ ラムは,内径 0.25γ O.53mm,長さ 30

～60mのケイ酸ガラス製の細管に,ガスクロマトグラフイ■用ポリエチレング

リコールを0.25γ l μmの厚さで被覆したものを使用する
`

分子量 84.12

-20-



参照赤外吸収スペク トル
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
魚介類:畜産物への基準設定の要請があったもの。ポジティブリ`スト
制度導入時に設定した基準値の見直し|ま後日を行うものである。

構造式

用 途 農薬/殺虫剤

作用機構

ピレスロィド棒の活性を示す殺虫剤である。鱗翅日、半翅日、双翅目
寺の各種害事に対:し

て広い殺虫スペクトルを有する:神経軸索におけ

暑蓬[禁享台碁I:角tattFなP亨を暉害す
,こ

押FIつ
てt殺|

適用作物/適用病害虫等
稲/カ メムシ類等t小麦/アプラムシ類等、豆類 (種実)/ハスゼン
ヨトウ等

我が国の登録状況 稲、小麦、豆類 (種実)等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

りんご、なし等に国際基準が設定すれ了いぅ。米国IFおぃて米等に、
欧州連合 (EU)においてりんご、ぶどう等に基準値が設定されてい

.

る。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容二日摂取量 (ADl) o.031 mg∠ kg体重/day

[設定根拠12年間 発がん性試験 (々 ウス・涅餌)

無毒性量 3.l mg/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :エ トフェンプロックスとする。

暴露評価

ED1/ADI比 は、以下のとお り
`

EDI 推定一 日摂取量 (Estimated Daily lntakё )

ED1//ADI上ヒ

:(%)
国民平均 26:4

幼小児 (lγ 6歳 ) 50.4

妊婦 20.6

高齢者 (65歳 以上) 29.1

意見聴取の状況
平成 22年 9月 28日 に在京大使館全の説明を実施
平成 22年 10月 19日 ～11月 17日 パブリックコメントを実施
平成 22年 11月 1日 ～12月 31日 W=TO通報を実施

答申案 別紙2の とおり:

エトフエンプロックズ(EtofenOrOx)
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饉麗絆    エトフェンプロックス (男」糸氏1)

農産物名
基準値
案

基準値
現行

登録
有無

参考基準値
作物残留試験成績等国 際

基準
外国
基準値

米 (玄米をいう。)
5 ○

0. I 3,0. I 3/ <0. {J l, (lJ. U I,/ 0.0 l, (0. {J r / ( 0. {J I
,0.01/(0.0 t,<0i0 r /(0.01,<0.01/<0.01(fl),
(0.01(d)/0.30,0.0r /0.06,0.04l0.046(6),0.
0ts/0.06s,0.022l0. 106,0.064/0.022(#),0
.020(8)/0.0 r 0,0.0 l 5/0.02,0.0 r/<0.01(fl),
<0.0r(#)/(0,01 (H),<0.0 rG)/0.07o(fl),0-02
3(#)/0.023(fl ),0.03(r)/0.0l 6(fr ),0.009(f )/
0.0i l(r),0.0 r6($)/0.046,0.02l<0.01,<0.0
l/0.0I0,0.018/(0.01,<0,01/<0.0I,<0.01/

0.01 (s). <0.0 l/0.02, 0.04/ 0.02,0.02

小麦

大麦
ライ麦
とうもろこし
そば
その他の穀類

0 5

05
05
05
0_5

0:5

○

○

o o22,0160/0086(1),0101(")

/0260(1),037(1)/003,001

〈001,006/004,0_01

大豆

刀ヽ豆類

えんどう
そらまめ

らつかせい
その柿の豆類

02

02

02

02

〇

　

〇

〇
〇
〇
〇

001,く 001/く 001(|),0034(")

/く o504,く 0004/o006,0060
/0014,004(#)/002,〈 001
/0012,0014/く 002,<002

0010(|)/く001(1)/o004,0004
/0004(1),0004(1)

く001(1),く 001(1)

0.

0.

Of

O.

01
011

0.1

:011

|まオtいしよ

さといも類 (やつがしらを含む。)

かんしよ     :

やまいも(長いもをVヽう。)

こんにやくいも
その柿のい 1、 類

0

0

0

0

01

01

01

0_1

0.1

'01

○

○

○

○

0_01 く001,く 001/く 001,〈 001
くo005,く 0005(さといも)

/く O o05,0007(みずいも)

:く 001,く 001
く0005,く 0005/〈 0005(■ ),〈 0005
/く 0005(■),く 0005(やまのいも)

/く003(ながいも)

0_

0」

てんさい
さとうきび

05
01

0.5

01
〇

〇

001,010/008,006/0051(#),001

00050007

だいこん類 (ラディッシュを含む。)の根

だいこん類 (ラディッシユを含む。)の葉

かぶ類の根
かボ類の葉
西洋わさび

クレソン

はくさい

キャベツ

芽キャベツ  1
ケール
こまつな           

‐

きような・
チングンサイ  .
カリフラフー     1
ブロッコリ∵  .
子の/1tの あぶらな科野菜

2

l 0

1

0:

2

0

5

2

5

２
２
・″
製
一
●
２
一
一セ

2

10

2

10

0.5

'■
2

5

2

2

● 2
.2
■:z

l:2

■2

12
11  2

○

○

○

○

∩

(0.0 1,0:02l0.01,<0.01
/0,01,0.037(0.01,0.02(s)

0.54,4.09/0.07,0.03
/ 0.042,r. t2 / 3. 14,0.84(t)

o.ri,o.r8/2.32,2.02
0.31,0-20l0.019,0.394

/ 0.024 ;0.192 / 0.08,0.26

く0205(畑 わさび(根及び根茎))

ゴぼう
サルシフイ=
ア_ティチョーク
チコリ
エンダイブ           ー

じ9夕鵡歩棄及ふち長を答むD
孝の納のき(科野菜  .  ′

一０・５・“
・”
・也
「
一２
一２
２

0、 5
‐0.5

12
、1 2
112
‐2

2

2

○

○

075,005

056,051(ふき)

たまねぎ
ぬぎ(リ

ニキを含む。)

|こんにく
にら
アスパラガス
わけぎ
その値のもり科野菜

2

2

2

2

２
　
一２

２
一２
一２

○ 030,100/0437,017,
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豊基発     エトフェンプロックス
(男」紙 1)

農産物名
基準値
案

基準値
現行

登録
有無

:考基 準

作物残留試験成績等国際

基準
外国

基準値 .

ヤこハノじ″

′く―スニップ
パtリ

セロソ .

みつば

その他のせり科野菜

６

・
５

２

２

‐２

・
２

０

０

・
一

一
■
■
■

0.5

015

112

○ 030,0.70(せ り)

/く 02.く 02`あ 1´た由
トマト
ピ~マン

なす
その他のなす科野菜

2

2

5

○

○

○

062(1),1.98(■ )/0609,0264

1711266

064,0 16,0258.0305

きゆうり(ガーキンを含む」)

かばちや (スヵッシ三を含む。)

しろうり
すいか
メロン類果実
まくわうり
その他のうり科野菜

２

・２

一
２

¨
２

２

２

う

○

　

　

○

○

　

○

0.13,0118/0162,0_54

〈001,く o ol

0039,0:021

038,011(に 力`うり)

ほうれんそう
たけのこ
オクラ

しようが

未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

一
一

一

一

一

　

　

　

　

・
・
一

○

○

○

０

０

. 1.10,0.16
<0.01,0.054/0. 00?,0.00?
,/<0. 005,<0. 00S(L.riri)
/0-34,0.20(FLr)ri)

0.40,1.05

0.860,0.218

0.33,0.t9l0.720,1.15

その他の野菜 5 ○

く0.01(“ ),o010(#)
/く 001,く O ol(れ んこか
/032,064(エ ン■ナィ)

多北捕褥 網
)

/065,0.16(モ ロヘイ→

ム.畿跛まも漱認 1れ )

/く 0 011tl,く α01(→ (うとつ

みかん
なつみかんの果実全体
レモン
オレンジ(ネ

ニブルオレンジを含む。)

グレープフルーツ
ライム
その41_のかんきっ麺果奪

○
○
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０

0.03,002

105,101

27(すだちソo98(か ぼう
りんご
日オ0なし
西洋なし
マルメロ

びわ

2

2

l

Ｏ
Ｏ
Ｏ

l

l

l

l

l

039,080

072,062

もも
ネクタリン
かぎ

2

12

2

２

一

‐‥
２

Ｏ

　

Ｏ

002,l102

072,085,

′ヽう卜ぅ「
キウィー 、

′くパイヤ
アボカド    .
′くイナップル
グアバ
マンゴこ

ノくッションフルーツ

ぎんなん
くり
ペカン
アニモンド
くるみ
その他のナッツ類

一規
一”
・″
一
一″
一‥‐‐‐２・■
一ｔ

″一悦ヽ
一‥‐ｉ‐‐‥‐２一‐‐‐‐‐２一‥‥‐‐‐２・‐‐２・”一一・２0_1

0:1

0:1

0_1

○ く001,くo ol

0.1

2

011

011

0.1

011

茶
l ○ 1.64398硫 茶)

/〈 0.02111,O o2111D(浸 出洵
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駆 名   : エトフェンプロックス _二

磁疸饉釧 凸 蜃 請塁勒
lた

(男 IJ糸氏1)

農産物名

基準値
案

基準値
現行

録
無

登
有

考ヽ基準値

作物残留試験成績等国際

基準

外国
基準値

Zolb,oz)<4^
XDI&at:-j

5

5 ○

6.9,114(みかんの果皮 )

0_2,く 01(畑わさび(花及び花茎》

牛の筋肉      t
豚の筋肉            '
その他の陸棲哺乳類 IJ蔵する動物の筋肉

牛の脂肪

ぞ″纏諄陸榛哺手L類に属する動物の脂肪

牛の肝臓

ζ雰層房蓬棲哺乳類に属する動物の詳噂
牛の腎臓   .

肇″層鰺 棲哺乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分

肇″倉層甚奮哺乳類に属す:動物の食用

部分
予L
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉

露錨 跨家さんの1旨肪

015

05
001
001
05
05
002
002
0_02

0_02

002
002
01
01
08

推 :012

(牛 の筋肉を参照 )

(牛 の筋内を参照)

推 :49

(牛の脂肪を参照)

(牛の月旨肪を参照)

推 :019

(牛の肝臓を参照 )

(牛の肝臓を参照)

推 :033

(牛の腎臓を参照)

(牛の腎臓を参照 )

(牛の肝臓を参照)

(牛の肝臓を参照)

(牛 の肝臓を参照)

推 :035

推 :く0004

(鶏の筋内を参照 )

推 :011

(鶏の脂肪を参照 )

推 :00063

(鶏の肝臓を参照 )

(鶏の肝臓を参照 )

(鶏の肝臓を参照)

(鶏のFLCを参照 )

(鶏の肝臓を参照)

推 :00411

(鶏の卵を参照 )′

推 :077
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答申 (案 )' .                                          (男 」胤時2)

エトフェンプロックスについては、次のとおり残留基準を追加することが適当である。

エ トフェンプ ロ,

食品名
残留基準値

午の筋肉
豚の筋肉    :
その他の陸棲哺平L類に属する動が つの筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪         .  ´
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

7

7

7

午の月十臓
豚の肝臓         1 

‐

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.5

0.5

0.5

牛の書滋            「「~

豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
牛の食用部分            ~~~
琢の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の全用部分につ

鶏の筋肉

その他の家ぎん(■ 3)の
筋肉

0.01

0.01

美号σ
'Jlttllbその他の家きんの贈肪

0.[

0_F

焉の月十臓

その他 の家きんの肝臓
0.02

0.02
場の腎臓
その他の家きんの腎臓

0.02

0.02
鶏の食用部分
その他の家きんの全用部分
場のツリ

リ 他の家きんのフロ
0.1

0_1

tう )類 0

続ままlh纂朧躁ξ雪務諷

豪蟄 鶴蹂ぽ稽謝鶏

蟹≧J魚3獣ぷ委烏身」
とはヽ家きん

?う
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯

農琴平
締法

|こ
基づ≦適用拡大申請に伴う要請及びポジティブリスト制度

導入時に設定した基準値の見直し並びに毒薬取締法に基づく新規の農薬
登録申請|こ伴ぃ要請があつたもの (グルホシ多

ニトP)

構造式

グルホシネー トP

=」
二             :

●
~

グルホシネニ ト

‖ド
・
+

ご

「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ト

ー

ー

ト

」

「
―
―
Ｉ
Ｊ

翻

用途 農薬/除草剤

作用機構
アミノ酸系除草剤である。グルタミン合成酵素阻害によリアンモニアが
蓄積し、植物の生理機能を阻害して殺草活性を示すと考えられそいる。

適用作物/適用雑草等
農薬登録申請 :かんきつ、なす、 トマ ト等/畑地二年生雑草等
適用拡大申請 :そば、ゴボウ等/一年生雑草等

我が国の登録状況 り生ご171｀麦等に農薬登録がされでしヽる:

諸外国の状況

バナナ、ばれいしょ等に国際基準が設定されている。米国においそりん
ご、′がどう等11、 カナダにおいてとうもろこし、小麦等|三 、Ёuにおし`
てレモン、キウイ守に、オーストラリアにおいてベリニ類果実、トマト
等に基準値が設定されてぃる。       1

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果   :

許容一日摂取量 (ADI) 0.0091 mg/kg体 重/day

[設定根拠]2世代 繁殖試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 0.91m蒼 /kg体重/day

l  安全係数 100    ・

基準値案

別紙 1の とおり。           ~~丁
~~~~~―

―‐―

残留の規制対象物軍 :穀類、豆類、種実類友びてんさぃにっしヽては1グ
ル小シネT卜 、代謝物 ,及び Zと し:その他の食品にういてぼ、グルホ
シネー ト及び代謝物 Bとする:      | ・         1

暴露評価

ED1/ADI,比 は、以下のとおり:

ED1//ADI比

(%)
国民平均 31.8

幼小児 (1～ 6歳 ) 66.1

妊婦 26.1

高齢者 (65歳 以上) 29.3
EDI 推定一日摂取量 (Estimated Daily lntake)

意見聴取の状況

平成 22年 9月 28日 に在京大使館への説明を実施
平成22年 10月 19日

～
11月 17日 パブリックコメントを実施

平成 22年 11月 1日 ～12月 31日WTO理報を実施
答申案 別静氏2の とお り。

グルアト:ン
'ト

ーート(Glufosinate)
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農薬名     グルホシネー ト (男 J紙 1)

農産物名

基準値
案

基準値

現行

登録
有無
(ク

゛
ルオ

′スートヽ

登 球

有無
(ク

゛
ルホシ

ネートP)

イ「書[

作物残留試験成績等
貼群
輌

外国
基準値

>K (Z.Xav,i" ) 0 50 〇 申 02(P)

小麦
大麦
とうもろこし
孝〕f

02
05
01
03

0 20
50

0.10

〇
〇
　
申

0.03,0 04

〈0 2,〈 0.2

く0.09,〈 0.09

大豆
小豆類
えんどう
そら豆
らつかせい

その他の豆類

20
20
20
20

30

○
○
○
○
申
０

〈0 04,0_08

(0.02,〈0_02

暫警いと姦おぅがしらを含む。)

かんしよ
やまいも (長いもをいう。)

こんにや くいも     _____

02
02
01
0_2
02

0 50
0 10
0 10
0 10
0 10

〇
〇
〇
〇
∩

申

〈0_03,く 0.03

〈0 03,〈 0 03(#)

〈0 02,く 0 02

0 04,〈 0 03(#)

0 04(1),(0 03(#)

てんさセ 0 9( 0 05 アメリカ
【0 05(I)―

o_94(#〉 (n=14)(米国)】

だぃこん類 (ラディスシユを含む)の根

だいこん類 (ラディッシユを含む)の葉

かぶ類の根
かぶ類の葉    _
西洋わさび

クレソン

はくさい

キャベツ

芽キャベツ        ,
ケール

チングンサイ

カ リフラワー        ,
プロッコリー

その他のあぶ らな科野菜

03

03
01
0 1

03
02
02

02

02

0

0 50
0.50
0.50
0.50
0 50
0.20
0.50
0_50
0 50
0 50
0 50
0 50

0150

〇

〇
〇
〇
　
〇
〇
〇

〇・ 申

∩

申

　

申

く0 02(ll),0_06

(はつかだいこん)

〈0 02(#),0 07

(はつかだいこん)

く0 02,〈 0_02

〈002,〈 0_02

(水稲参照 )

〈0 03(#),く 0_03(#)

く0_03(#),く 0 03(#)

〈003,(003
〈0.05(#),〈 005(な ば

な)

ごぼう
ナルシフイー

アーティチヨーク

チコツ
エンダイブ
レタス (サ ラグ菜及びちしやを含む

`

その他のきく科野菜      _

02

02

05

0 50
0 50
0 50
0 50
0 50

0 50

申

○

∩

く0 05,〈 0.05

〈0.03,〈 0 03(1)

12.〈 0.12(食 用きく)

たまねぎ
ねぎ (リ ーキを含む。)

|こ スノにく
にら
アスパラガス

その他のゆり科野菜

02
02
03
0_2
02

0 20
0 20
0 50
0 50
0_20
0_50

○
○
○
○
○

0 05

0 05

く0,02,く 0_05

く0 03,〈 0 03

く0 10 〈0 10

く0.03,〈 0:03

〈0_04,〈 0.04
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′農薬名     グルホシネート  '
(男」准11)

農産物名
基準値
案
DDm

基準値

現行

登球
有無
(ク

゛
赫

シネート)

登録
有無
(ク
・ルホシ

ネートP)

作物残留試験成績等既群
珈

外国
基準値

にん じん
パースニジプ
パセ リ   ,
セロリ
その他のせ り科野菜

0.1

0.7
0.2
03

○
　
○
○
∩ 申

0 05 く0.02,〈 o.02

〈0.3,〈 o.3

0.03,く 0 03

(水稲参照)

卜を ト
ピーマン

なす =

その他のなす科野菜

0.2
0.2
0.2

0.50

○
○
０

０

申

　

申

く0_03(#),く 0 03(#)/〈 o.

02(#)(P)

く0103,(0.o3
(0.03,くQ03

〈0103,〈 0.03/く o o2(#),
〈0.02(#)(P)

きゆうり (ガ=キ ンを含む。 )

かぼちや (ス カッシュを含む。)

しろうり
すいか     '

メロン類果実

その他のうり科野菜

0.20
0.20

0.:30

0.30

0.50

○
○
申
○

０

０

申

/

〈0.03,(0.o3

く0 03(1),〈 0.03(#)

く0 07,く 0 07

く0.02,〈 0.02
〈0103,0.09(ll)/く 0.02(P

),〈 0.02(P)
〈0.03,〈 0.03(に がう

り)

ほうれんそう
オクラ

しようが

未成熟えんどう

未成熱いんげん
えだまめ

0.1

0.1

0.3

0.2

0.05
0.2

巧

一∝

一

0.50

0.50

0.05
0_20

〇
〇

　

〇
　
〇
　
〇
〇

申

0.05

〈∝02,〈 0.o2/〈 o.02,〈 0.

02(P)

0.02.〈 0.02(#)
く0.03,0.10(し ょう

が)/0.p5,004(葉 しょ
うが)

〈0.03;〈 0.03(さ やえん
どう)

〈0.009,〈 o_000(さ やい
んげん)

<0 02.0.04
マ ッシ ュル ‐ ム 0 5(

その他 の野菜 010〔 つ 。曲 申 0.05
0012,〈 0_009(食 用
桑),(水稲参照)

みかん
なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ 〈ネーブルオレンジを含む)

グレ_プァルーツ
ライム

その他のかんきつ糟果実

0.2
0.2
0.2

012
02
0.2

0.2

0.3(

0.3(

0.3C

O:3C
O.3C

O.3C

O_3C

○
○
○

○
○
○

　

○

申

申

申

申

申

申

　

申

0」 l

O.1
0.1

0.1
0.1
0.1

0.1

く0.03,〈 O o3/く 0.02(#),
0.02(ll)(P)

(みかん参照)

(みかん参照)

(みかん参照)

(みかん参照).
(みかん参照)

(0.02(#)(P)(ゅ
ず〉,〈 0.02(#)(')(す だ
ち)(み かん宏昭ヽ

りんご

日本なし
西洋なし
マルメロ

びわ

0.2

02
0.1

01

0.2

0.30

0.30
0.30
0.05

0130

○

○
O

∩

申

申

申

申

申

0.05

0.05
0.05
0.05

0105

く0.o3(#),(o.o3/く 0.o2,
〈0 02(1)(P)

〈0.01,〈0.03/(0.o2(1)/
く0.02(#)(P)

(0.02(#)/く 0 02(#)(P)

(西洋なし参照)

0.03(#),0.o3(ll〉 /0.o2(｀
  1).0.o2(ll)(P)

もも 0.30 ○ 申 0.05 0.05,(0.o4
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島蒸名     グルホシネー ト (男 1糸氏1)

農産物名
基準値
案

基準値
現行

登 球

有無
(ク

゛
,レガ

ンネート)

登琢
有無
(ク

゛
ルホシ

ネートP)

参考基準値

作物残留試験成績等
晰群
ｐｐｍ

外国
基準値

ネクタリン
あんず (ア プ リコットを含む)

すもも (プルニンを含む)

うめ

おうとう (チ ェリーを含む)

0.05
0.05
0.05

0 30

0_30

Oi
申
申

O・ 申

∩

申

申

申

申

申

0.05
0.05
0.05

0 05

0 05

0 012,〈 0 012/く 0 02(#)

,0 02(#)(P〉 (う

め)/く0_02(#)(P)(F18)
(果樹類=う め、 日本な
し、西洋なし、 りん

兵レヽゼ長iヽ 革場
フルーツ及びびわ )

(う め参照 )

0.015,(0 012
〈o o12,o o53($)/く 0 02

(#),〈 0 02(#)(P)
(0 03,0 09/〈 0.02(#),く

0_02(ll)(P)

いちご
ラズベ リー
ブラックベ リー
ブルーベリー
クランベリー :

ハシクルベ リー

その他のベ リー類果実

0.5
0 1
01
01
0 1
01

01

0 30
0 10
0.10
0 10
0.10
0.10

0

〇・申

○

〇

申

申

申

申

申

申

01
01
01
0.1
0 1
0.1

05

く0.02,0.11(3)

0.02,0.02

く0_03(#),く 0 03(#)(`モ
m ttr阜車、、

ぶどう
う、キ

02
01

0 30
0 30

○

∩

申

申

01
0 05

く0.03,く 0_03/く 0 02(ll)

0 02(ll)(P)

〈0 02(#),〈 0.02

バナナ

キウィー
パパイヤ
アボカ ド
ハイナ ップル

グアバ
マンゴー
′くッシ ョンフルーツ
たつめや し

02

02
01
01
01
01
0.1
0 1
01

0 20

０
一〇

〇

〇

〇

〇

０
一

０
．一一
■

一

■
一０
．
０‥
一

申

申

申

申

申

申

申

申

申

由

0.2

0 05
0 05
0 05
0 05
0 05
0 05
0105
0 05

〈003(#),0 04/(0_02(裔
),〈Q02(#)(P)
(果樹類参照 )

(果樹類参照 )

(果樹類参照 )

(果樹類参照 )

(果樹類参照 )

・ (果樹類参照 )

(果樹類参照 )

その他の果実 02 0_50 〇 申

〈002,003($)(い ちじ
く)/〈 0 02 く0 02(#)(P)

ひまわりの種子

綿実
たたね

50

４

一
〇

アメリカ
【0 17-3:33(n■29)()κ

国)】

ぎんなん
くり
ペカン
アーモンド

くるみ
その他のナッツ類

0 1
0.2
0 1
01
01
0 1

0 10
0 30
0 10
0 10
0.10
0 10

○

○

申

申

申

申

申

申

01
0 1
01
0 1
0 1

01

〈0_02(ll),〈 0_02

〈0 03(1),〈 0 03(#)

茶
コー ヒー豆

○

0 05 オーストラリア
0 09(ll),く 0 03(1)

7alfi,o>27s4 7
?o>lfr,ar'*7

05
05

| |13

0,5

○

○
申

017($),003(さ スノしよ
う)

(012,〈 012(しそ)

牛の筋肉
豚の筋肉
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋

肉
牛の脂肪

0 05
0 05

0.05
04

0105
0.05

0105
04

0 05
0 05

0_05
0_05

015: アメリカ、
015: アメリカ

015: アメリカ‐
0.4:  アメリカ

推E:く005
(牛の筋肉参照)

(牛の筋肉参照)

推 :009
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農薬名    グルホシネー ト
(別紙 1)

農産物名
基準値
案

基準値
親行

登 球

有無
(ク

゛
ルホ

ンネート)

登球
有無
(ク
・ルホシ

ネートP)

考基準値

作物残留試験成績等国際

基準
外国
基準値
ODm

豚 の 月目肋

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂
肪
牛の肝臓
豚の肝臓

姦
9他 ?陸棲哺浮

1類
に属する動物め肝

牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎
臓
牛の食用部分
豚の食用部分

角窯雰
の陸棲哺乳類に

長
する動

物
の食

手し             
‐

鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉    :
鶏の脂肪
その他の家きんの1旨肪     _
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓 '
鶏の食用部分     ´

その他の家きんの食用部分
鶏の卵       :
その他の家きんの卵
ひまわ り油 (食用植物油脂の日本農林
規格に規定する食用ひまわり油及びこ
れと同等以上の規格を有すると認めら
れる食用油を除く6)
なたね油 (食用植物油脂の日本農林規
格に規定する精製なたね油、なたねサ
ラダ油及びこれらと同等以上の規格を
有すると認められる食用油を除く。)

4

6

0 02
0.05
0_05
0.05
0.05
011
0.1

05
0.5
01
0.1

0 05
0.05

0.05

0.05

4

1014
11011

1911

011
10:l
101・ 1

10[1
■011
1011

0■ 1

0:02
0105
0105
0:.2

0、 2
,0.1
0」 1

:01■

lol l
‐011
10111

0 05

0.05

0 05
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

01
0 02

,0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0=l
O.1
0.1
0.1
0.1

0.05
0.05

6

6

0.15
0 15
0.15
0.15
0.15
0」 6

0.6
0.6
06
0.6
06

0 15
0 15

ア カ

アメリカ
アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

(牛の脂肪参照)

(牛の脂肪参照)

推 :5.4

(牛の肝臓参照)

(牛の肝臓参照)

'推 :3.0

(牛の腎臓参熊)

(牛の書臓参照)

(牛の肝臓参照)

(牛の肝臓参照)

(牛の肝臓参照)

推 :〈 O o2

推 :く o o5

(鶏 の筋内参照)

詢饉:く o_o5

(鶏の脂肪参照)

推 :〈 o.1

(鶏の肝臓参照)

推 :034
(鶏の腎臓参照)

(鶏の肝臓参照)

(鶏の肝臓参照)

推 :〈 0.o5

(鶏の夕F参照)

「
[」]をiま,「:尋[『曰馨言贋器 [1:書 ]:「さ夕:if[]:[世][」[量[I[]Illした。)あ るものは、推定残留量であること
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シネ ー ト

食品名
残留基準値

米 (玄米 を い う 0.3

もろこし

麦
麦
う
ば

小
大
と
そ

02
0.5

01
0.3

大豆

小豆類
に・ )

えんどう
そ ら豆

らつかせい

その他の豆類
に 2)

2

2

3

2

01

3

ばれいしよ

さといも類 (やつがしらを含む。 )

かんしよ

やまいも (長いもをい う。 )

こんにや くい も     __二 _

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

てんさい

だ下百ん類 (ラ ディッシユを含む)の根
だいこん類 (ラ ディ

'シ

ュを含む)の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
クレソン

はくさい

キャベツ
ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜に
:)

0.3

03
0.1

0.1

0.3

012

02
0.2

0.2

ラリユ(サラダ菜及びちしやを含む。)

その他のきく科野菜
は4) __

02
0_2

0.5

たまねぎ
ねぎ (リ ーキを含む。)

にノしにく
にら        1
アスパラガス

0.2
0.2

0.3

0.2

02
にんじん
パセ リ
セロリ

その他のせ り科野菜に 5)

01
0.7

0.2

0.3

トマ ト
ピーマン

なす

その他のなす科野菜
に6)

0.2
0.2

0.2

0=2

きゆうり (ガーキンを含む。)

かばちや (ス カッシユを含む。)

しろうり
すいか
メロン類呆実

その他のうり科野菜に7)

02
0.2

0.3

0.1

0.3

02

ほうれんそ う
オクラ
しようが

未成熟えんどう
夫成熱いんげん

01
0.1

03
02

0 05

答申 (案) (男」剰ξ2)

※今回残留基準を設定するグルホシ

ネー トには、グルホシネー トアンモ千
ウム塩及びグルホシネー トPが含まれ
る。穀類、豆類、種実類及びてんさい

にあつては、グルホシネー トをアンモ
ニウム塩に換算したもの、代謝物B

【3-メ チルホスフィニコプロピオン

酸】をグルホシネー トアンモニウム塩
に換算したもの及び代謝物Z【トアセ

チルグルホシネー ト】をグルホシネー

トアンモニウム塩に換算したものの和
をいう。その他の食品については、グ
ルホシネー トをアンキニウム塩に換算
したもの及び代謝物B【 3-メ チルホス
フィニコプロピオン酸】をグルホシ

ネニ トアンモニウム塩に換算 したもの
の和をいう。        

‐

(注 1)いんげん、ささげ、サルタニ

豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア
豆、ホワイ ト豆、ライや豆及び嗜ンズ

を含む。            ,

(注 2)「その他の豆類」とは、豆類
のうち、大豆、小豆類、えんどう:そ
ら豆、らつかせい及びスパイス以外の
ものをいう。

(注 3)「その他のあぶらな科野菜」
とは、あぶらな科野菜のうち、だいこ
ん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の

根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソ
ン、はくさい、キャバツ、芽キャベ

ッ、ケール、こまつな、きような、チ
ングンサイ、カリフラワー、プロッコ

リー及びハーブ以外のものをい う。

(注 4)「その他のきく科野菜」と
は、きく科野菜のうち、ごぼう、ナル
シフィー、アーティチョーク、チコ

リ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス

及びハーブ以外のものをいう。

(注 5)「その他のせ り科野菜」と
は、せ り科野菜のうち、にんじん、
パースニップ、パセ リ、セ■りくみつ

ば、スパイス及びハーブ以外のものを
Vヽ う。     .
(注 6)「その他のなす科野菜」と

は,なす科野菜のうち, トマ ト,ピー
マン及びなす以外のものをい う。

(注 7)「その他めうり科野菜」と
は、うり科野菜のうち、きゆうり、か
ばちや、しろうり、すいか、メロン類
果実及びまくわうり以外のものをい

う。
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ルホシネー ト (っづ

食品名
残留基準値

えたまめ

その他の野菜
に8)

0.3
みかん

なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ (ネ ァブルオレンジを含む。)

グレープフルーツ
ライム     ́     `
その他のかんきつ類果実

に9)

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
りんご
日本なし
西洋なし
マルメ_ロ

びわ

0.2
0.2
0.1

0.1

0.2

夕
ず
も
　
と

も
ク
ん
も
め
う

も
ネ
あ
す
う
お

リン    :
(アプ リコットを含む。 )

(プルーンを含む。)

う (チ三リーを含む̂ )

0.2
0.1

0.3
0.1
0.3
0.3

いちご'

ラズベ リー
ブラックベ 1リ ー
ブルーベ リニ

クランベ リー
ハックルベ リー

その他のベリー類某実(■ 1° )

0.5
0.1

0.1
0.1

0.1

0.1

0:1
ふ ど フ

かき
0.2
0.1

′` う
「

ワ■

キウィー  i
パパイヤ
アボカ ド
パイナップル
グアバ
マンゴす
パッションファレーツ
なつめやし

0.1

0.1

0.1

0.1
0.1

0.1

0.1

一

三: 0.2
ひまわ りの種子
綿実
なたね    ‐

５

４

５

さんなん
くり
ペカン
アーモン ド
くるみ |
その他のナッツ類

に 12)

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

その他のスパイス (111'

その他のハこブlrL 1 4)

0.5

0.5
牛の筋肉              T~~
豚の筋肉

牟8謄3陸
棲哺乳

雫
に属

lるァ
惣

にlilの

雪
肉

豚の脂肪

0.05

0.05

0.05

0.4

0.4

:卜:i果

'I壼

:11331iき

'

Jli;LI景 ;与夕貸::「3骨L
ベリー、クランベリニ及びハックルベ
ソー以外のものをいう。

%暮僚gPや
し牛びスノくイ子以外のも

,i::をiill;薫
髪ぶ71‐i以

(注 1」 )「そあ他のス

'く

イス」と

」::i讐liZ:i:F:1菫[凛

』JttZt「彙i像機5昇骨[房[「
つ。
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シネ ー ト

食品名

残留基準値

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

牛の肝臓

ζ35こ 棲哺乳類に属す働 物の肝機

牛の腎臓        ..

ζ劣雇彎隆虐哺平L類 に属する動物の腎臓

牛の食用部分
に 16〉

ζ8倉曇甦僅哺乳類に属する動物の食用部分

子L

雷3電2家きんに1ケ〉の務内
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪

鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓

鶏の腎臓
|その他の家きんの腎臓

鶏の食用部分          :
|その他の家きんの食用部分

1雷2個の家きんの卵 ‐1  .

6

6

6

0.02
0.05

0.05

0.05
0.05
0.1

0.1

0.5

0.5

0_1

0_1

0.05
0,05

ひまわ り油 (食用植物油脂の日本農林規格に規

:[量2員菖言[ウ[亀ダ言葉嘗暴言懲[1:
曹呂辱う1あ窺理を碁手讐曹桑g菅発T昼驚亀
か峰 で  ヽ                ,

(注 16)「食用部分」とは、食用に

供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝
臓及び腎臓以外の部分をい う。

(注 17)「その他の家きん」とは、
家きんのうち、鶏以外のものをい う。

※西洋わさび、芽キャベツ、ケーィレ、
チンゲンサイ、カ リフラワー、サルシ
フィー、アーティチヨーク、チコリ、
エンダイブ、その他のゆり科野菜、
ハTスニップ及びヤッシユルームにつ

いては、現行基準が削除される。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジテイブリス ト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うものし

構造式 >S02N舞

用途 農薬/除草剤

作用機構

トリアゾロピリミジン環を有する除草剤であり、広葉雑草の防除に用い

られる。植物のアセト乳酸合成酵素 (A亡 0)を阻害することで除草作
用を示すものと考えられている。

適用作物/適用雑草等 大豆/広葉雑草

我が国の登録状況 国内登録はなルヽ。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。米国tカナダにおいて大豆に基準値が設
定されている。

食品安全委員会における食品

健康影響評{面結果

[設定根拠1 1年間 慢性毒性試験 (ィ ヌ・混餌)

無毒性量 5 mg/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :ク ロランスラムメチルとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

TMDI 理論最大一日摂取量 (Thebretical Maximum Dai ly Intake)

TMD1/ADI LL

(%)
国民平均 0.0

幼小児 (1～ 6歳 ) 0.1

妊 婦 0.0

高齢者 (65歳以上) 0.0

意見聴取の状況     ・

平成22年 11月 2日 に在京大使館への説明を実歴丁下 ‐
~~~

平成22年 11月 111日 ～12月 10日 パブリ、ックコメントを実施
:

平成22年 11月 23日 ん平成23年 1月 22日WTO通報を実施
答申案 別紙 2の とおり。

クロランスラムメチル(Clbransulan「 methyl)
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農薬名  クロランスラムメチル _ (別紙 1)

農産物名
基準値

案 蜘昴̈
録
無

登
有

参考基準値
作物残留試験成績等

断群
、ｎｎｍ

外ヽ 国

基準値

大豆 002 0.02:  アメリカ 【o007(嘔 35)(米 国)】

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をづけて示した。
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答申榛)1
クロランスラムメデル

残留基準
食品名      |

0.

(男 J栞モ2)
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審議の対象 農薬の食品中あ残留基準の設定

経緯
魚介類への基準設定の要請があり、併せてポジティブリス ト制度導
入時に設定した基準値の見直しを行うもの:｀

構造式

NHC暮3

用途 農薬/殺菌剤

作用機構

ストロゼルリン系殺菌剤である。糸状菌に対しミトコジドリアの電子伝
達系を阻害することにより、胞子発芽阻止、胞子発芽以降あ宿主人の侵
入阻二等の作用を示すことが確認されている:

適用作物/適用雑草等 稲/いもち病、紋枯病等

我が国の登録状況 稲に農薬登録がされている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。諸外国IFお いても残留基準値は設定され
ていない。                            1

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI) 0,016 mg/kg体重/day

[設定根拠]2年間 慢性■性ィ発がん性併合試験 (ラ ツト・混餌)

無毒性量 1.6 mg/kg体重/day
:     安全係数 100 1

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :メ トミノス トロビンとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

TMDI 理論最大一日摂取量 (Theoretica l lt]|aximum Dai ly Intake)

TMD1/ADI上ヒ

(0/o)

国民平均 14:2

幼小児 (1～ 6歳 ) 24.4

妊婦 11.0

高齢者 (65歳 以上) 14.1

意見聴取の状況

平成22年 11月 2日 に在東大使館べの説明を実施
平成22年 11月 11日 ～12月 19日 パブリックコメントを実施
平成22年 11月 23日 ～平成 23年 1月 22日WTo通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

メトミノズ
~ト

ロビン (MetominOstrobin)
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農薬名 
‐
  _メ トミノストロビン (別紙 1)

農産物名

基準値
案

轍
折
¨

登録
有無

ミ考基準値

作物残留試験成績等
畔
鮮
ｎｎｍ

知

動

ｎＤｍ

米 (玄米をいう。 0 鞣 〇

0.104,0:053

0.08,0.12

0.051.0.172

魚介類 申 推:0_220

磁慶Lぎ誤]渇[雀訂融頴 毅話篠理蜃蘇鐵
値については、網をっけて示した

,示している。
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答申 (案 ) |            (男り雅(2)

※今回残留基準を設定するメトミノスト|
ビンとは、αル2Tメトキシイミノーミー)チル
ー2●(2上フェノキシフェニル)アセトアミドの
みをいう。

ス トロ

食品名
残留基準値

米 (玄米をいう 0.5

魚

`ド

杢自 0_3
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 魚介類べの基準設定の要請があったもの。

構造式

p.gち

0-で晨ま

(E体 )

原体中組成 E体 :Z体 ≒ 5:

:(Z体 )

1

用途 農薬/除草剤

作用機構
ピ

|プ ミジ■ルカルボキシ系除草剤である。ァセト乳酸合成酵素を阻害す
る
「

とにより作用を示すと考えられる。

適用作物/適用雑草等 移植水稲t直播水稲/ノ ビエ等

我が国の登録状況 登録がされてぃる。

諸外国の状況
国際基準は設定されていないも諸外国においても残留基準値は設定され
ていない。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)0.02 mg/kg体重/day

[設定根拠]2世代 繁殖試験 (ラ ットL混餌,

無毒性量 2 mg/kg体重/day

安全係数 1001

基準値案
別紙 1の とおりど

残留の規制対象物質 : c'J 
= 

./ tl.yt tT)v(E{fi& Z{ off) bt-A

暴露評価

丁MD1/ADI比 は、以下のとおり。

TMDI′/ADI比

(%)
国民平均 0.9

幼小児 (1ん 6歳 ) 115

妊婦 0=6

高齢者 (65歳以上) 0.9

TMDI:理論最大一日摂取量 (TheOrёtiёal MaxiⅢ m Dai!v ln十ル●ヽ

意見聴取の状況

十以ZZ tt H月 2日 に覆京大便館への説明を実施
平成22年111月 11日 γ12月 10日パブリックコメントを実施
平成22年 11月 23日

～
平成23… wTO通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

ピリミノバックメチル (Pyriminobac― methyl)
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(別紙 1)農薬名  ピリミ́

(#)こ れらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行 れ々ていない。

農産物名
基準値

案
DDm

基準値
現行

録
無

登
有

考ヽ基準値

作物残留試験成績等聯
鮮
¨

知鰤
ＤＤｍ

米 (玄米をいう ○ く0.01 , く0.01(‖ )
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答申 (案 )

ピリミノタヾックメチル

食品名 残留基準催

米 (玄米をいう。) 0.05

(男」れξ2)

※今回残留基準を設定するピリミノ
ダンクメァルとは、E体とZ体の和をい
つ。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
魚介類への基準設定の要請があり、併せてポジティプリスト+1度導
入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

0

「
 ・≒_I“

:‐
―「

鶴

j甲
,

←  (■ 1

颯亀
ｒ

ヽ

一
一

Ｎ
Ｈ

用途 農薬/殺菌剤

作用機構
アミド系殺菌剤である。呼吸系のコハク酸脱水素酵素の阻害

…ネ紋枯病菌など担子菌類に特異的活性を示すものと考ぇられている。
適用作物/適用雑草等 稲/紋枯病等、だいこんノ苗立枯病等だなし/赤星病
我が国の登録状況 稲、だいこん及びなし等に農薬登録がされている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。EUに おいてぃちごに基準値が設定されて
いる。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容T日 摂取量 (ADI) 0.05 mg/kg体 重/day ●
′[設r根拠]2年 間 慢性毒性試験 (イ ヌ・ヵプセル経口投与)

無毒性量 5 mg/kg体重/day

, 安全係数 100   
｀

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :メ プロニルとする。

暴露評価

TMD1/ADI比 はご以下のとおり。

TMD1/ADI比

(%)
国民平均 31.8

幼小児 (1～ 6歳 ) 59.8

妊婦 ９Ｏ
υ

Ｏ
乙

高齢者 (65歳 以上) 28.8
TMDI:理論最大一日摂取量 (The2reti9al Maximum Dallシ Ihtakё )

意見聴取の状況

平成 22年 11月 2日 に在京大使館への説明を
平成 22年 11月 11日 ～12月 10日パブリックコメン トを実施
平成22年 11月 23日 ん平成翌年1月 22日 WTo通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

メプロニル(veprOnil)
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農薬名      メプロニル

番営島卜明 扮 痙M、 訪維群縣嘉墓輻 ■た。
料獨腸占轡媚隧 ちゝξ躊識鰈 径理

'製
L暮示している。

(別紙 1)

農産物名

基準値
案

基準値
現行

登録
有無

参考基準値

作物残留試験成績
断群
ｐｐｍ

外国
基準値

采(玄米をいう。 2 ○ 078($),011,036

小麦
大麦
ライ麦
その他の穀類

０

０

０

○

○

○

○

0061,0.314,0986($)

082(3),0.16

(小麦、大麦参照)

イノ`寿 夫寿参昭ヽ

ばれいしよ
こんにやくいも

Ю

Ｏ
．

○

○

く0005, く0005
0014. 0017

てんさい 0 く005 〈005

だいこん類(ラデイッシユを含む)の根

だいこん類(ラデイシシユを含む)の葉
レタス
その値のきく科野菜

0.02

1

1

.02

10
50
10
10

○

○

０

０

〈0.005(→ ,〈0005(#)

0011(1),0_34(#)($)

0.46,0390

0009(rl,o o3914)($)(ふ き)

トヤト 002 ○ 〈0005,〈 0005

きゆうり(ガーキンを含む。)

すいか       _
002
002

10
20

○

○

く0005,〈 Q005
(0004.〈 0004

ほうれんそう ○ 0244(3)0_069

日本なし

西洋なし

1

1

20
20

○

○

0:040,0347($)

(日 本なし参照)

ぶどう ○ 066.088

?Dlfr'o)t-*/
魚介類 推 :1.3
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ロニリレ

食品名
残留基準値

DDm

米 (玄米をいう。)

小麦     :
大麦
ライ麦

その他の穀類
注⇒

０
４
　
う
る
　
０
４
　
●
る
　
０
４

|ずォЪいしょ
こんにゃくい1ゝ

・

０

０

．

てんさい 0.2

だいこん類 (根 )

だいこん類 (葉 )

レタス (サラダ菜及びチシャを含む^) 1

その伸.めきく科野草注2)

ヽヽζト

きゆうり(ガ,キンを含む。
すいか
ほうれんそう

日本なし
西洋なし

1

1

ぶどう
象

`卜

類

答申 (案 )

(男り糸氏2)

難ほ皇?燿礼ド輌む
注2)「その他のきく科野菜」とはtきく科
野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アニ

3(鷲″ぷLチぢ篤総梶舞ヤ
う6
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農薬の食品中の残留基準の設定

ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

農薬/植物成長調整剤

作用機構

シクロヘキサ ンジオン系植物成長調整剤である。成長点での GA20か らGAl
への変換過程におけるジベレリン生合成を阻害することにより、葉と節
間の伸長を阻止す るものと考えられている。

我が国の登録状況 食品への国内登録はない。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。EUに おぃて小麦、大麦等に基準値が設定
されてぃる。オース トラリアにおぃて陸棲哺乳類の食用部分等にtニュ
―ジーランドにおいて米、小麦等に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)0.0059 mg/kg体 重/day

[設定根拠]2世 代 繁殖試験 (ラ ッ ト・混餌 )

無毒性量 0.59 mg/kg体 重/day

安全係数 100
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質:ト リネキサパックェニル及び代謝物Bとする。
TMD1/ADI比 は、以下のとおり。

TMD1//ADI士ヒ

(°/o)

国民平均 23.5

幼小児 (1～ 6歳 ) 53.2

妊婦 22.7

高齢者 (65歳以上)
И
”

TMDI:理論最大一日摂取量 (TheOretical Maximum Daily lntake)

意見聴取の状況

平成 22年 11月 2日 に在京大使館への説明を実施
平成 22年 11月 11日 ～12月 10日 パブリックコメントを実施
平成 22年 11月 23日 ～平成 23年 1月 22日 WTO通 報を実施
別紙 2の とおり。

トリネキサパックエチル(Trinexabac― ethyl)
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農薬名 トリネキサパックエチル

にんじん
ハ~スニツプ
ノくヨヒリ

(別紙 1)

EU(代謝物B)

EU(代謝物B)

EU(代謝物B)

【(0.04,(0.04,0_05,〈 004
EU)】 【EUのライ麦参照】

【〈002,0.03,〈 002(EU)】
‐【EUのライ麦参照】

【01lCU)】

【く0.04,く Q_04,(0.0(オニ

ト麦)(ED】 【EUのライ麦参

大豆
小豆類
えんどう
そら豆
らつかせい

ばれいしよ

さといも類 (やつがしらを含む。)

かスノしよ
やまいも(長いもをいう。)

こんにやくいも

てんさい

だぃこん類(ラディンシュを含む)の根|    ||1902
だいこん類(ラ ディッシュを含む)の葉|    | 110102
かぶ類の根        |   「 :0.02
かぶ類の葉        |    ll i‐ Q‐

02

Ei+i2Sr.r | | o.o2
クレソン            |     |:| : 0・ 02

はくさレヽ               I      FI「  'p.o2

*,r-r) | | o.oz

芽キャベツ         |    | |:0・ 02

ケール           |    |● :11‐
p_o2

こまつな          |   「 ■10102
きような            |    | 二||102

チングンサイ        |    |:■ |[0,o2

力

'プ

ラフ■      _|: |■ 101b2
プロッコリー        |    |:|10102

の他のあぶらな科野菜   |    l il:・ 0.02

ごぼう
サルシフィー

アーティチョーク

チコリ
エンダイブ

しゆんぎく

ンタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

たまねぎ
ねぎ (リーキを含む。)

にスレにく
にら '
アスパラガス

わけぎ :      ,
の他のゆり科野菜
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墓茎生  トリネキサパックエチル

ミナナ

ウイー
パヽイヤ

アボカド
くイナップル
アバ

ンゴー

0

0102
110.02

1,0102

1 0.02
1 0.02

110.02

(別紙 1)

4->tf
za(fr.D$?tr4

::1 1 0.02

‐11■ 0.02
: 1   0.02

きゆうり(ガーキンを含む。)

ちや (スカッシュを含む。)

しろうり
すいか       

‐

ロン 類 果 実

ほうれんそう .

たけのこ     ‐

しようが      ′

未成熟えんどう
未成熟いんげん :

マッシュルーム

しいたけ

みかん i

なっみかんの果実全体 : i
レモ ン

レンジ(ネープルオレンジを含む)

グィープフルーツ  :.
ライム

の他のかんきつ類果実

りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ

もも
ネクタリン
あんず (アプリコット給 む)

すもも(プルーン袷 む)

うめ
おうとう(チェリ‐を含む

いちご
ラズベリー :

ブラックベリー
ブルーベリー
クランベリ■
ハックルベリー
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蔦薬名 トリネキサパックエチル (男り糸鳴1)

I宥鰺山晰り盗哩跛聰辟 ′3現現茫 RI
キサパックエチル含量に換算したものの和で示した。

注2)EU基 準は代謝物B換算の基準であり、下線をつけて示した。

注 3)基準値案に代謝物B換算の参考基準値を用いた場合は、換算係数1.13を 用いて トリネキサパックエ

チルに換算 して示している。

農産物名
基準値
案

基準値
現行

録
無

登
有

参 考 基準 値

作物残留試験成績等聯
鮮
ＤＤｍ

外 国

基準値

パッションフル=ン
なつめやし 0_02

鮨の具 窯 002

ひまわりの種子
ごまの種子
べにばなの種子

綿実
なたね
その他のオイルシユド

002
002
002
0.02

002
002

ぎんなん

くり
ペカン
アーモンド

くるみ
その他のナッツ類

.

0_02

002
002
002
0.02

10.02

茶
コーヒー豆
カカオ豆
ホップ

0102

0.02

0.02

0.02

7o>lfi,ak:4^
761rfu62t;*/

002
0.02
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答申 (案 )
(男 lJ糸氏2)

※今回残留基準を設定する トリネキ
サパック手チルは、 トリネキサパッ
クエチル及び代謝物 B【 トリネキサ
パック】をトリネキサパックェチル
含量に換算したものの和をいう。 :

基汚;し、

「

彙?朱婁啓奏曇Fリン啓

麦、とうもろこし及びそば以外のも
のをいうし        '
※米については、男行基準が削除さ
れる。        _

t\y ) tf tV

食品名
残留基準値

/J｀夏

大麦
ヽ

ライ麦

その他の穀類 (■ D

0.6
0.6
0.6

0.6
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経 緯 ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/殺菌剤

作用機構

べと病及び粉状そうか病等の防除に用いられる殺菌剤である。作用機構
はチユーブリンのベータサブュニットヘの結合による微小管細胞骨格の
破壊と、その結果もたらされる核分裂阻害によると考えられている。

適用作物/適用病害虫等 ばれぃしょノそうか病、ぶどうノベと病等
我が国の登録状況 国内登録はない。

諸外国の状況

吉ゅうり、,ぶ どう等に国際基準が設定されている。
いてうtど う、ばれいしょ等に、韓国におし`て唐幸子
力を含む)1に基準値が設定されてし`る。

米国及びカナダにお

(ビーマシ、パプリ

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容T日 摂取量 (Abl)10.48 mg/kg体 重/day

[設定根拠]1年 間 慢性毒性試験 (イ ヌ・混餌)

無毒性量 4o mg/kg体 重/day

安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質:: ゾキサミドとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

ｎ
υ

ＭＴ
Ｉ 理論最大―自摂取量 (Thёoretical It4aximum Dai ly. Intake)

TMD1/ADI LL
i(%)

国民平均 0.4

幼小児 1(1ん 6歳 ) 1.0

妊婦 0.3

高齢者 (65歳 以上) 0.3

意見聴取の状況

平成23年 1月 14日 に在京大使館全の説明を実施
平成23年 1月 27日 ～2月 25日 パブリックコメントを実施
平成 23年 1月 31日 ～平成 23年 4月 1日WTQ通 報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

ゾキサミド(Zoxamide)  ′
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農薬名    ゾキサミド

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。

(1)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

― (別紙 1)

農産物名
基準値

案

基準値
現行

録
無

登
有

考ヽ 基 準 値

作物残留試験成績等晰群
¨

外国
基準値

ばれいしよ 002 アメリカ 【〈0.02(n44)(■ l(米国)】

トマト
ピーマン

2

0.3

2 2.0

0.3

アメリカ
韓国

【007(#)-040(#)(F18)(米 国)】

【017(韓国とうがらし)】

きゆうり(ガーキンを含む。)

かぼちや (スカッシユを含む。)

しろうり      、

すいか      :
メロン類果実

まくわうり

その他のうり科野菜

l 1.0

10

1.0

10
1.0

1.0

1.0

アメリカ
アメリカ

アメリカ

アメリカ
アメリカ

アメリカ

アメリカ

【0.01(#)011(#)(n=7)(米 国)】

【0.05(#卜 0.25(#)(F6)(米国)】

【米国きゅうり・かばちゃ・
メロン類参照】

【米国きゅうり。かぼちゃ・
メロンi3~参照】

【0.0■ 0.61(#)(n‐7X米国)】

【米国きゅうり・かばちゃ・

【米国きゅ窮翁瑠ちゃ:

メロン 精 参 昭 】

その他の野菜 0106

ぶどう 5 5 アメリカ 【0_12-434(n=29)(→ (米国)】

そめ他のスハイス

そめ他のハーブ 0.06

千しぶどう
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答申 (案 )
(男 l」糸氏2)

靭勇鶴 翌:鷲留tg′具守
もスをまう了爵`

実千彎
くわぅり黙外の

ド

食品名
残留基準値

DDm

ばれいしよ 0.06
l-.vl-
t--z/

2

0.3

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり、
すいか     ,
メロン類果実
まくわうり

その他のうり科野菜に)

ぶどう
干しぶどう
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティブリスト制度導入時に設定した基準l■Lの見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/殺虫剤

作用機構

力ニバメイ ト系殺虫剤である。
神経の異常興奮 を起こさせて、
を示す。  :  =

コリンエステラーゼ阻害作用により
カタツムリ、ナメクジ等に殺虫活性

適用作物 オレンジ

我が国の登録状況 | 国内登録はない。

諸外国の状況

国際基準|キ とうもぅこし、キヤ谷ツ等に設定されている。
オニストラリアにおいて野菜類、柑橘類果実等に、産Uにおいてクし
ソン、レモン等に残留基準が設定されている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

[設定根拠]2年間 慢性毒性 (イ ヌ・混餌)

無毒性量 24 mg/kg体重/day.
安全係数 100      :

基準値案
別紙 1の とおり。               ~~丁

~~T~

残留の規制対象物質 :メ チオカルブ、代謝物D及び代謝物Hとする。

暴露評価

IMD1/ADI比 は、以下のとおり。
TMDlノ/ADI比

(0/o)

国民平均
｀

6.0

幼小児 (1～ 6歳 ) 11.7

妊婦 5.6

高齢者 (65歳 以上) 5.4
TMDI:理論最大三日摂取量 (TheOretical Maximum Daily lntake)

意見聴取の状況

平成 23年 1月 14日 に在京大使館べの説明を実施
平成 23年 1月 27日 ～2月 25日 パブリックコメン トを実施
今後WiO通 報を実施予定‐

答申案 別紙 2のとお り。

メチオカルブ(Methiocarb)
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農薬名       メチオカルブ    ｀
(別紙 1)

農産物名
基準値

案
基準値
現行
ppm

録
無

登
有

t考基 準 恒

作物残留試験成績等国際

基準

外国
基準値
DDm

米 (玄米をいう。

/」 麦ヽ
大麦
ライ麦
とうもろこし

そば
その他の穀類

005
0.05

0_05

005
0.05

005

005
005
0.05

005
005
005

大豆
小豆類
えんどう
そら豆
らつかせ V｀

その他の豆類

0.05

0_05

005
0.05

005 0.1

01

Ul

005
005

υ l

ばオLいしよ
きといも類(やつがしらを含む。)

かんしよ
やまいも(長 Vヽもをいうt)
こんにやくいも
その他のいも類

005
005
005
0.05

0.05

0_05

005
005
005
005
005
005

005

てんさい
さとうきび

0.05

005
005
005

005

だいこん類(ラディッシユを含む)の根

だぃこん類(ラデイッシュを含む)の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン

はくさレヽ

キャベツ
芽キャベツ

ケール
こまつな
きような
チングンサイ
カリフラフー

プロッコツー
その仙のあぶらな科野菜

005
005
005
005
0.05

0_05

0.05

01
0_1

005
0.05

0.05

005
0.1

01
005

0_05

0.05

0.05

0_05

0.05

0.05

005
0.1

01
0.05

005
0_05

005
01
01
005

０

．
　

・

０

0_1

01

ごヤゴう
サルシフィー   :
アーティチョーク

チコリ            .
エンダイブ
しゆんぎく
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

孝 の柿 のきく科 野 葬

005
005
005
005
005
005
0_1

0.05

0_05

005
005
005
005
005
01

0_05

0.05
005
005
0,05

005
005
005

たまねぎ
ねぎ (リ ーキを含む。)

にスレにく
にら
アスパラガス

わけぎ
孝 の 4bのゆ 孵 野 菜

05
05

0_05

005
005
005
005

にんじん
パァスニップi l
パセリ
セロリ
みつば
その伸のせ り科野菜

005
0105

005
005
005
005

005
005
005
005
005
005

トマト
ピーマン

なす       .
その他のなす科野菜

0_05 005
005
005
0_05

2

0.05
005
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農薬名    ニ  メチオカルブ
(別紙 1)

農産物名
基準値

案 鰤辮
録

無

登

有

一

作物残留試験成績等
基 準 基準値

きゆうり(ガーキンを含む6)
かぼちや (スカッジ上を含む。)

しろうり
すいか

メ■ン類果実
まくわうり
その他のうり科野菜

005
0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0

ほうれんそう
たけのこ
オクラ
しようが
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

０・０５咄
０・０５０・０５一ｍ

0105

0.05

0.05

005
0.05

0.05

0.

マッシュルーム
しいたけ
その他のきのこ類

0.05

005

その他の野菜 0.

みかん
なつみかんの果実全体
ノモ ン          ・

ケレンジ(ネープルオレンジを含む)

グレ_プフルーツ
フイム

その他のかんきつ類果実

0.05

0.05

0.05

0_05

0.05

0.05

0.05

0105

0.05

005
0.05

005

りんご

日本なし
西洋なし
マルメロ

びわ

0.05

0.05

0.05

0:05

0.05

0.05

0.05

005
0.05

0.05

もも
ネクタリン       '
あんず (アプリコット袷 む)

ヽ も(プルーンを含む)

うめ
おうとう(チェリ■を含む)

3

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

３．００．０５́０・０５０・０５０・０５ｍいちご

ラズベリー
ブラックベリT
ブルーベリニ

クランベリー
ハックルベリニ '

その他のベリー彗果実

005
0.05

0.05

0.05

005
0.05
00R

1

ぶどう
かき

０

．

・

０

ｎ
「

０

バナナ
キウィー
′く′`イヤ
アボカド
パイナジプル
グア

'ヾ

 ｀

ヤンゴー
パシションフルーツ
なつめやし

005
0.05

0.05

0.05

0_05

005
0105

005
0.05

0_05

0=05

0.05

0.05

0_05

0.05

0_05

0.05

0_05

この他 の果実

ひまわりの種子
なたね

0.0[

0.0〔 0105

その他のナッシ類 0.05

その他のスパイス
その他のハーブ

平成17年11月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値1愁
じ書

、網をつけて示した。
本基準 (暫定基準以外の基準)を見直す基準値案にっいては、太枠線て
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ル

食品名

基準値
案

米(玄米をいう。)

小麦
大麦
ライ麦
とうもろこし
そば
め́他の穀類田

'

0_05

0_05

0_05

0.05

0.05

005
005

大豆
小豆類

2`′

えんどう ′

そら豆
らつかせセ`

その他の豆類
(注 3)

0.05

005
0.1

0_05

005
01

ばオLいしよ

さといも類 (やつがしらを含む。)

かんしよ |

やまいも(長いもをいう。)

こんにやくいも

その他のいも類
に4)

005
0.05

0.05

005
0.05

005

てんさヤ`

さとうきび

005
005

だいこん類 (ラデインシユを含む)の根

だいこん類 (ラディッシユを含む)の葉

かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび .・ 1

クレソン

はくさい
キャベツ

芽キヤベツ
ケール
こまつな
きような
チングンサイ
カリフラフー |

ブロッコリー

ンの仙のあぶらな科野菜住9

005
005
005
005
0_05

0105

005
0.1

0.1

0_05

005
005
005
0_1

0_1

0_05

ごlゴう
サルシフイー

アーティチョーク
チコリ

エンダイブ

しゆんぎく

,な歴あξ鶉 レやを含む』

0.

0_05
005
0.05

0.05

0.05

01
005

たまねぎ

ねぎ (リ ーキを含む。)

にスレにく
にら
アスノくラガス

わけぎ

その他のゆり科野菜
(注つ

05
05
005
0、 05

005
0_05

0_05

にんじん
ハTスニップ
パセリ
セロリ '

答申 (案 )
(男 ll糸氏2)

※今回残留基準を設定するメチオカルブと
は、メチオカルブ、代謝物D【メチルスルフィ
ニル】をメチオカルブに換算したもの及び代
謝物H【メチルスルホニル】をメチオカ

'レ

ブに
換算したものの和をいうこと。

(注 1)「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、
小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以
外のものをいう。

(注2)いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピ

ア豆、バター豆、ペギア豆、ホフイト豆(ライマ

豆及びレンズを含む。

(注3)「その他の豆類」とは、豆類のうち、大
豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及
びスパイス以外のものをいう。

(注4)「その他のいも類」とは、いも類のうち、
ばれいしよ、さといも類、かんしよヾ やまいも及
びこんにやくいも以外のものをいう。  i

(注5)「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶ

らな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん

類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさ
び、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベ

ツ、ケール、こまつな、きような、チングンサ
イ、カリフラワー、プロッコリニ及びハーブ以

:

外のものをいう。

(注6)「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜
のうち(:ごぼう、サルシフィー、アーテイチョー

ク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及
びハーブ以外のものをいう。

(注 7)「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜
のうち、たまねぎtねぎ、にんにく、にら、アス
パラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをい

う。            ′
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食品名
基準値
案 :

DDm
夕つば

その他のせり科野菜(注D
0.0[

0.0[

トマト

ピーマン

なす
その他のなす科軒葉に

"

0.05

2

0.05

0.05

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり        |
すいか

メロン類果実 ‐

まくわうり
その他のうり科野棄に19

0.05

0.05

0:05

0.05

0.05

0.05

0.05

ほうれんそう
たけのこ
オクラ
しようが
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

0.05

0.05

0.05

0.1

0.05

0.05

マッシュルーム

しいたけ

その他のきあこ類摯リ

0.05

0.05

0.05

その仙の野菜にlυ

なつみかんの果実全体

レモ ン

オレンジ (ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ
ライム

その他あかんきつ類果実(注 1の

010〔

0:0〔

0.0〔

0.0〔

0.0ヒ

0.0[

りんご   ―

日本なし  |
西洋なし
マ/1/メロ

びわ

もも     ヽ

ネクタリン
あんず (アプリコシトを含む。)

ヽ も(プルーンを含む。)

うめ
おうとう(チ三リーを含む。)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

3

0.05

0.05

0.05

0.05

005
いちご
ラズベリー
プラックベリー
プルーベリー
クランベリー
′ヽックルベリー

その他のベリー類臭実にH)

1

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0_05

ぶどう
かき
バナナ 、

キウィー
パパイヤ
アボカド
′くイナップル

0.1

0_05

0.05

0.05

0.05

0.05
0.05

(注8)「その他のせり科野菜」とは、せり科野
菜のうち、にん眺 、パースニップ、′くセリ、セ

碁奈身ず
｀
γ

Yス及け ―ヽプ以外のもの

期 サξ ttet4競 樹 ,3弟 言
のをいう。

廃?翻隊愧 :ら7雲晋.

メロン類果実及びまくわうり以外めものをい
つ。

(注11)「その他のきのこ類」とは、きのこ類の
うち、マッシュル‐ム及びしいたけ以外のもの
をいう。         :

(注 12)「その他の野菜」とは、野菜のうち、い

)輝獣彙税覇助
覧ガ額諺魂庁預ド

類ヽ々 シス及びハ

=(注13)「その他のかんきつ類果実」とは、かん
きつ類果実のうち、みかん、なつみかん、な
つみかんの外果皮、なっみかんの果実全
体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ラ
イム及びスパイ不以外のものをいう。

賛粥甕ルb難護試す
ルベリ●以外のものをいう。
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つ

食品名

基準値
案
ppm

グアバ

マンゴー
パッションフル ーツ

たつめや し

005
0,05

0_05

0_05

々の納 の具奪に19 0105

ひまわりの種子
なたね

0.05

0_05

その他のナッツ類
L`l" 005

(注 15)「その他の果実Jとは、果実のうち、か

んきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、
マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、外
も、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、か

き、バナナ キヾウィーミ′ウくイヤ、アボカド、パ

イナップル、グアバ、マンゴー、パッションフ
ルーツ、なつめやし及びスパイ不以外のもの

をいう。

(注 16)「その他のナッツ類」とは,ナッジ類のう
ち,ぎんなん,く り,ペカン,ア=モ

ンド及びく
るみ以外のものをいう。
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トリフルスルフロンメチルlTriflusulfuron―methyl)

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジテイブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式
C02CH3 1月

2:F,

S02NHcHNムNttN613ら
CH3

:|

0

用途 農薬/除草剤

作用機構

スルホニルウレア系除草剤である。分岐鎖アミノ酸の生合成に関与する
植物に特有のアセ トラクテ■ 卜合成酵素 (ALS)の働きを阻害するこ
とにより、植物の生育を阻止すると考えられている。   l  i

適用作物/適用雑草 てんさい、チコリ/多年生広葉雑草

我が国の登録状況 国内登録はない.:

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。米国においててんさい (根及び葉)及び

チコリに、カナダにおいててんさし`に基準値が設定されてぃる:

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容7日摂取量 (ADl) 0.024 mg/kg体重/day

[設定根拠]2年 間 慢性毒性/発がん性併合試験

無毒性量 2.44興g/kg体重/day
. 安全係数 loo

(ラ ット・混餌)

基準値案
別紙1の とおり。               .
残留の規制対象物質 :ト リウルスルフロンメチルとする:

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

TMDI 理論最大一自摂取量 (Theoret i ca I Maximum Dai ly Intake)

TMD1/ADI比

(%)
国民平均 0.1

幼小児 (1～ 6歳 ) 0.2

妊婦 0.1

高齢者 (65歳以上) 0.1

意見聴取の状況

平成23年 1月 14自 に在東大使館合の説明を実施
平成23年 1月 27日 ん2月 25日 パブウックコメントを実施
平成23年 1月 31日 ～平成23年 4月 1日WTO通報を実施

答申案 別紙 2の とお り。

-6,1 -



農薬名 トリフルスノンフロンメチル (別紙 1)

農産物名
基準値
案
DDm

轍
辮
¨

録

無

登

有

参 考 基 準 恒

作物残留試験成績

DDm

聯
鮮
¨

外国
基準値
DDm

てんさい

その他のきく科野菜

0.05

0105

0.05

005

アメリカ

アメリカ

【〈0.02-く005(n=141(米 国)】

【〈002(A=0(米 国チコリ(根 ))】

その他の野菜 0.05 005 アメリカ
【く0.02-0.0331n=14)
(米国てんさい(葉 ))】

?o>+fuo7/<47

v014fua,,;*)

0.05

005

平成17年 11月 29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。 ・
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答申 (案 ) ,    :           (男
J掬眠2)

皐滅毅崎 i撃り 、:メ
テイチョ‐ク、チコリ、エンダイブ、じゅん

ぎく、ィタ不及びハ‐ブ以外のものをい
つ。                ‐

(注2)「その他の野菜」とは、野菜のうち、
いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科
野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野
菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそ
う、たけのこ、オタラ、しようが、未成熟え
んどう、未成熟いんげん、えだまあ、きの
こ類、スパイス及びハ‐ブ以外のものを
いう。

ルスル フロンメチ ル

食品名
残留基準値

てんさい 0.05

その他のきく科野菜 (注 1)
0.05

その他の野 菜
(滋 )

「
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式
Cl

用 途 農薬/殺菌剤

作用機構

トリアゾァル系殺菌剤である。菌類の細胞膜を構成する主要成分である
エルゴステロールの生合成を阻害することにより菌類の生育を阻害する
と考えられている。       1            .

適用作物/適用病害虫等 おうとう/灰星病等

我が国の登録状況 いぢじく、おうとう等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

ぶどう、仁果類等に国際基準が設定されている。米国においてりんき丁
ぶどう等にtカナダにおいてりんご、ぷどう等にt EUにおいてぶどうt

うり類等にtオーストラリア反び■ユージ■ランドにおいてぶどう、仁
果類に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)0.024 mg/kg体 重/day

[設定楓響]2年間 慢性義性ノ発がん性併答試験
.(ラ

ツト・混ま

'

無毒性量 2.491g/kg体重/day
・
 安全係数

:100

基準値案
別紙 1の とおり。 :

残留の規制対象物質 :ミ クロブタニルとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

TMDI 理論最大一日摂取量 (Theoretical Maximum Daily lntake)

TMD1/ADI LL

(%)
国民平均 3816

幼小児 (1～ 6歳 ) 75.9

妊婦 34:3

高齢者 (65歳 以上) 39.7

意見聴取の状況

平成 23年 1月 14日 に在京大使館への説明を実施
平成 23年 1月 27日 ～2月 25日 パブリックコメン トを実施
今後WTO通 報を実施予定

答申案 別紙 2の とお り。

ミクロブタニル(Myclobutanil)

-64〒



諄垂名      ミク ロブ タニノン (別紙 1)

農産物名

基準値
案

基準値
現行
DDm

登録
有無

参 考 基 準 4

作物残留試験成績国際

基準

外国

基準値

米 (玄米をい う。)

だヽ麦
大麦
ライ麦
とうもろこし  _
そば
その他の穀類

0_3

05

:0'03

0_3

05
10103

0103
10'03
10.03

大豆

ガヽ豆類 (いんげん、ささげ、サルタニ豆、サ
ルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホフイ ト

豆、ライマ豆及びレィズを含む。)

えんどう         1
そら豆
らつかせい
その他の豆類         i   _

:0105

03

∝
・０‥
一０
．，Ｃ

ばれいしよ

さといも類 (やつがしらを含む。 )

かんしよ

やまいも (長いもをい う。)

こんにや くいも
その他のいも類

'0103

0」 03
.0_03

0103
10,02

10103

てんさい

だいこん類 (ラ ディッシュを含む。)の根

だいこん類 (ラディジシュを含む。)の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび

クレソン

はくさい

キャベツ

芽キャベツ  |
ケール
こまつな         ヽ

きような ■
チングンサイ
カ リフラワー

ブロッコリー
その他のあぶらな科野菜

1

1

1

.0.04
‐0:03
10=03

0.03

10103
10.03
‐0103
1.0

0103
10.03

0,03
10103

10_03

1_0
10.03

:0103

1.0

ごぼう
サルシフィー

アーティチョーク

チコリ
エンダイブ
しゆんぎく

レタス 1(サ ラダ菜及びちルやを含む。)

その他のきく科野菜

1.0

1.0

1.0

1.0

10
1.0

1 ‐‐0103

1.0 ○

9.0 アメリカ 10_20～ 395(#)(F7)(来
国)】

0.48/0.46(#)(食用菊)

0.35,0375(ふ き)

たまねぎ

ねぎ (リ ーキを含む。)

にえ月こく
にら
アス′ヽフガス

わけぎ

その他のゆり科野菜

1_0

1.0

1.0

1.0

1.0

1_0

1.0

○

○

　

　

○

○

にんじん
パースニップ
ノくtrリ
セロリ

みつば
その他のせ り科野菜

０

０

０̈３
一〇３
一〇

〇

一
　

一
　

一

アメ リカ 【米国レタス参照】

トマ ト      、

ピーマン

なす

その他のなす科野菜

1

1

1

1

○
○

○

○
0.22,0_25(し しとう)

0_35,0.40(と うがらし)

きゆうり (ガーキンを含む。)
l ○
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農薬名      ミクロブタニル
(男 J章(1)

農産物名
基準値
案

基準値
現行
Donl

登録
有無

参考 基準備

作物残留試験成績

DDm

国際
基準
DDm

外国

基準値
DOm

かばちや (スカラ可石蒻辟罰瓦

しろうり'

すいか

メロン類果実

まくわぅり

その他のうり科野菜

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

０
　
　

０

０

は フ7し
～

て フ

たけのこ
オクラ
しようが
未成熟えんど

:う

未成熟いんげん
えだまめ

l

l

l

1

1

1

1.0

110

110

'0:031.0

1.0

1.0

○

マ ッシユルすム
しし`たけ

量の他のきのこ類

0,02
0102

0102

その他の野菜 1 1.0 〇 0.32,〈 0.08(未成熟きさめ
0.16,050(食 用金魚草)

みかん
なっみかんの果実全体
レモ ン     1

雰じとジ」tttζ
ノレオレィッを含む。)

ライム
その他のかんきつ類果実

■
・■

３̈
・３
●３
¨
‐３一３

りんご

日本なし

西洋なし

マルメロ

びわ

0.5

0.7

0.7

0_5

5.0

1.0

1.0

1.0

1:0

〇

　

〇
　
〇

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

'∝

①ピ薇累″"?'
【日本なし参照】

もも  ,
ネクタリン      .
あんず (アプリコットを含む。)

すもも (プルーンを含む。)

うめ    :  ′

轟 チェリ‐を含む。)

1 1:0

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

〇

○
い ちこ

ラズベ リー    ′  .
ブラックベリー
ブルーベリー
クランベリー    ,
ハックルベリニ      `
その他のベリァ類果実

1

1

1

1

1

０

０

０

０

０

０

０

○ l

0.5

1
ぶ どう
かき

1

1

1.0

1.0 ○
ノヾ ナ ナ

キウィー
パパイヤ
アボカド
パイナップル
グアバ
マ ンゴー
ノくッションフルァツ
なつめやし

2

1

1

l

1

1

1

1

1

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2

1 1.0 ○

、まの種子
べにばなの種子
綿実  i
なたね

その他のオイルシー ド

0.02

0.05
10105

10105

,0104
10105

0105

|

0.02 アメリカ 【く0.ol(o cn=1)(米国)】
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農薬名      ミクロブタニル

(設定 した基準値については、網をつけて示した。
ては、太枠線で囲んで示 した。  .
つれていない。

ヨし、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。

残留量であることを示 している。

(男 lJ和氏1)

農産物名

基準値
案 ‐
DDm

基準値
現行

録
無

登
有

参 考 基 準 値

作物残留試験成績

DDm

国際

基準
DDm

外国

基準値

ン

リ
カ

く
ペ

ぎんなん

アーモン ド

くるみ
その他のナ ッツ類

0.02

1‐ ‐0105
10,05
10:05

■0,08

110:05

110.05

0.1 アメリカ 【〈0_6032～
0.0057(n=6)(米 国)】

茶

ホップ

20

10

20

12

0

2 アメリカ 【1.34～ 5.62(嗜3)(米
国)】

?Dhfuazrs4 z
to)1fr,0)r*) 1 1 〇

(005,0.33(あ さつき)

0.4,0.4(し その葉)

0.16,0.36(し その花穂)

牛の筋肉

豚の筋肉

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

牛の脂肪

豚の脂肪     1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓            :
豚の肝臓        _
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

牛の腎臓
豚の腎l~u

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分
豚の食用部分    

′

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

¥L

鶏の筋内
その他の家きんの筋肉

鶏の脂肪

その他の家きんの脂肪

鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓

鶏の腎臓

|そ の他の家きんの腎臓    、

鶏の食用部分

|う分を11[∬:3「

部
1_|

0 03
0 03

0.03

0.02

0 02

0 02

0.4

0.4

0.4

0 07
0.07

0.07
0.4

04
0.4

0_09
0 01

0 01

0 01

0 01

0.01

0.01

0.01

0.01

0 01

0 01

0_01
0.01

,0101

0105

:0,05

0:o5
10104

0,05
10101

■0.14

10_14

0101
0109
0,09
10.01

0.09

10:09

0101

10.01

0■01
10,02

0:02

0.01
:o_01

0,01
‐0,01
0101
0101
0:01
10101

0.01

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01
0_01

0_1

0.1

0.05

0.05
1.0

0.21

0.21

0.21

0.21

0_021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.02‐

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

カ

カ

　

カ

カ

　

カ

カ

リ

リ

　

リ

リ

　

リ

リ

メ

メ

　

メ

メ

　

メ

メ

ア

ア

　

ア

ア

　

ア

ア

推 :0023

【牛の筋肉参照】

【牛の筋肉参照】

才腱:0.020

【牛の脂肪参照】

【牛の脂肪参照】

推 :0.39

【牛の肝臓参照】

【牛の肝臓参照】

推 :0.068

【牛の腎臓参照】

【牛の腎臓参照】

【牛の肝臓参照】

【牛の肝臓参照】

【牛の肝臓参照】

詢E:0_083

推 :(0.002

【鶏の筋肉参照】

推 :く 0.002

【鶏の脂肪参照】

推 :〈 0.002

【鶏の肝臓参照】

詢E:(0.002

【鶏の腎臓参照】

推 :(0.002

【鶏の食用部分参照】

推 :00042
:【鶏の卵参照】
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ロ ル

食品名
残留基準値

/」 麦ヽ

大麦
0.3

0.5
|よ く さい

チジゲンサイ
その他のあぶらな科野葉は1)

1

1

1

ごぼう
サルシフィー

アーティチョーク

チヨソ
エンダイブ
しゆんぎく   ・

レタス (サラダ菜及びちしやを含む:)
その他のきく科野菜

に2)

たまねぎ
ねぎ (リ ーキを含む。)

にスレにく
にら
アスハフガス

わけぎ

二の他のゆり科野菜に 3)

にんじん
パニスニ ップ
パセリ

みつば

その他のせ り科野菜
(■ 4)

l

1

9

1

1

トマ ト
ピ~マ ン

なす       ‐

その他のなす科野菜
(注 5)

1

1

1

1

]::;|ダ
万
7138暮摯!)

すいか
メロン類果実
まくわうり

その他のうり科野菜
は6)

ほうれんそ う

たけのこ

オクラ    `
未成熟えんどう・

未成熟いんげん
えだまめ

1

1

l

l

l

l

その他の野菜
(17)

1

りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ
びわ

0_5

0.7
0.7

0.5
1

一　
夕

ず
も
　
と

も

ク

ん
も
め
う

も
ネ

あ
す
う
お

リン

(ア プリコッ トを含む。 )

(プルこンを含む。)

う (チ ェリーを含まP^)

1

2

2

いちご

ラズベ リー
1

1

答申 (案 )
(男り糸氏2)

鼻Zζ Z百 )、ζFツ
コリ
「
及びハ|プ以

」ぞ::L薦基j:9彎?き違1:F季リレζl:

子まアな〔

'31言

『「多レ貢「み)ヽ二

簿た1言番?Pタス兵ウ

"貢

:"5を娠

暮サ鼻曇蔓る9讐『[ん]汚膏)く:賃
ヽ

テII渉ズ菫多以環ぁζぁ警ヌげ:ス
パ

」言i)メi[肯[[:]二
番115笈

:]i営
jiili:i][]1量量1
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ルロ

食品名

残留基準値

ブラックベ リー

ブルーベ リニ

クランベ リー

ハックルベ リー

その他のベ リー類果実
は8)

1

1

1

1

0

ぶ どう

かき

1

1

バナナ

キウィニ

パパイヤ

アボカ ド
ハイナ ップル

グアバ

マ ンゴー

パ ッシ ョンフアレ
ニ ツ

なつめやし   !

l

1

1

l

l

l

1

1

その他の果実
(注 9) l

綿 実

-f --E -/ f
茶
ホ ップ

20

10

その他のハーブに1° ) 1

手の筋肉
豚の筋肉

その他の陸棲哺手L類に属する動物
(注 11)の

筋漆

牛の脂肪
豚の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

牛の肝臓

豚の肝臓            ・

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

牛の腎臓

豚の腎臓

その他の陸棲哺手L類に属する動物の腎臓

■の食用部分に・ 2)

琢8危偲離 哺手L類に属する動物の食用部分

平し

鶏の筋肉

その他あ家きん(113)の 筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪

鶏の肝臓

1皇 8警晨否さ
んの肝臓

|そ の他の家きんの腎臓

1笏眈
用
]↑ :_二

0.03
0.03

0.03

0_02
0_02
0 02

0_4
0.4
04

0 07

0 07

0_07

04
0.4
0_4
0_09

0_01

0.01

0_01
0.01
0 01
0_01

0 01
′0.01
0 01
0.01
0.01
0 01

(注 8)「その他のベワー類果実」と

は、ベリー類果実のうち、いちご、ラズ
ベリー、プラックベ リー、ブルーベ

リー、クランベ リー及びバックルベ リー

以外のものをいう。

注 8)「その他の果実」とは、果実のう
ち、かんきつ類果実、りんご、日本な
し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、
ネクタリン(あんず、すもも、うめ、お

うとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、
バナナ、キウィーtパパイヤ、アポカ

ド、パイナップル、グアバ、マンデー、
パッションフルージ、なつめやし及びス
パイス以外のものをいう。

(注 10)「その他のハープ」とは、
ハーブのうち、クレソン、にら、パセリ
の茎、パセリの葉、セロツの茎及びセロ

リの葉以外のものをいう。

(注 11)「その他の陸棲哺乳類に属す
る動物」とは、陸棲哺子L類に属する動物
のうち、牛及び豚以外のものをいう。

(注 12)「食用部分」とは、食用に供
される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及
び腎臓以外の部分をいう。

(注 13)「その他の家きん」とは、家
きんのうち、鶏以外のものをいう。
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジテイブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの

構造式

適用動物/用途 牛/寄生虫駆除剤

作用機構
ベンゼンスルホンアミド系に属する寄生虫駆除剤である。寄生虫の主要なエネルギー源
である解糖系に関わぅ酵素を阻害することによりその作用を示す。

承認されていない。  |

国際基準は設定されていないざ

米国、EU及び豪111にお
|ヽ
て基準値が設定されている。

ク甲ルス甲ンは:Ales試験において、陰性の結果を与えることから、DNAとの反応性

は乏しいと考えられる。しかし、あ″っのマウネの小核試験及び染魚体異常試験の一部

に陽性の結果が得られており、高用量では小核及び染色体異常を誘発する可能性もあ

ると考えられる。=方、ゎ西ゎ での染色休異常試験が実施されてぃないためtク 面ルス

回ンが li/7れりでの小核及び染色体異常を誘発するとしても,それがどあような機構によ

るものかは明確ではなく、小核及び染色体異常9調発に闘ltLが存在するかどうが不萌

である。したがって、クロルスロンはt生体にとって問題となる遺伝毒性を示さないと判断

することはできないと考えられる:

また、ラツトの発がん性試験は、亜急性毒性試験で
,芳
眺の過形成がみられた用量及び

遺伝毒性試験で陽性の結果が得られた用量に比較して低い用量で実施されてしヽるた
め、発がん性を明確に否定することはできないと考えられる。

以上のことから、現時点で得られている知見から1ま、クロルス甲ンの遺伝毒性及び発
がん性につぃて結論を導くことは困難であるため、クロルスロンにADIを設定することは
適当ではない。

我が国の承認状況

諸外国の状況

食 品安全委員会に

おける食 品健康影

響評価結果

基準値案

別紙のとおり、食品安全委員会における評価結果を踏まえ

されるものであってはむらないものとする。

残留の規制対象物質:クロルスロン

クロルスロンは食品に含有

意見聴取の状況

平駆 22年 9月 28日 に在京大使館への説明を実施

平成 22年 11月 1甲 ～12月 31日 W丁0通報を実施

今後、パブリックコメントを実施予定

答申案 食品に含有されるものであちてはならないとする食品規格を設定することが適当である。

クロルスロン(CIors口lon)
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(別紙 )

クロルスロン

食品名

基準値 (案 )

ppm

基準値現行

ppm

米国

ppm

豪州

ppm

ＥＵ

　

　

ｐｐｍ

牛の筋肉 10:1081 0.1 0.1 0.035

豚の筋肉 σ:02

その他の陸棲哺乳類11に属する動物の筋肉 01012

牛の脂肪 :0108[

豚の脂肪 :0,02

その他の陸棲哺平L類に属する動物の脂肪 :0:02:

牛の肝臓
0.1 0.1

豚の月干臓 0.021

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0:02

牛の腎臓 014 1 0.1 0.2

豚め腎臓 0102

その他の陸棲哺浮し類に属する動物の腎臓 0102

牛の食用部分・
2 0.1

豚の食用部分 0:102

その他の陸棲哺手L類に属する動物の食用部分 0.02

予L
.:21: 1.5

鶏の筋肉        I  し
Ａ
）

その他の家きん*3の
筋肉 10102

鶏の月旨肪 |.Uf UZI

その他の家きんの脂肪 ・0:02

鶏の月干l‐9 0,02

その他の家きんの月干臓 0:102

鶏の腎臓
.0:02

その他の家きんの腎臓
つ
ん

（
υ

鶏の食用部分 0:.02

その他の家きんの食用部分 0:021

鶏の卵 0,02

その他の家きんの」p 0102

魚介類 (さ け目魚類に限るp) 01021.
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魚介類 (う なぎ目魚類に限る。) 0,02

魚介類 (すずき目魚類に限る。) り0ケ

魚介類 (そ の他の魚類
*4に

限る。)

魚介類 (貝類に限る。 ) 10102

魚介類 (甲殻類に限る。) 0:02

その他の魚介類15
10:02::

はちみつ 0.1021

平成 1

*1

*2

*3

*4

*5

7年 H月 29日 厚生労働省告示499号 において新しく設定した基準値にらぃては、網をつけて示した。

その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。

食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

その他の魚類とは(魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。1

その他の魚介類とは、魚介類のうち、魚類(貝類及び甲殻類以外のものをいう:
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エフロトマイシン(E■otOmydn)

審議の対象 飼料添加物の食品中の残留基準の設定

雛 ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しをイうもの

様 式

貯 R―

子フFトマイシンA C i8● ●●    ェフロトマ シンL“.imerp

H

11ィ
(!Iil'こ

H、

ル鴨
Bl                 .B,

エンロトイ シンB位嚇 BI及び■2の鴻割り

適用動物/用途

作用機構

Alacattbあεね″磁 ηsの培養液から発見されたA/―/チルヒドロキシピリドングリコシド
系抗生物質である。細菌のリボソームにおけるタンパク質合成時において、伸張因子
(EF=Tu)に結合することによリタンパタ質合成を阻害しt抗菌作用を示す。

我が国の承認状況 飼料添加物として指定されている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

諸外国においても基準値は設定されていない

食品安全委員会に

お |ナる食品健康影

響訓面結果

許容一日摂取量(ADl)0.Oo18品g/kg体重/日 (微生物学的ADIとして)

碁 鰈
別紙 1のとおり。

残留の規制対象物質:土フロトマイシンAl

暴露言輌

TMD1/Apl ttLlま 、以下のとおり。

TMD1/ADI(0/0)

国民平均

幼小児(1～ 6歳) 2.5

.妊婦 1.2

高齢者(65歳以上)

TMDI:理論最大T日摂取量(TheOreticJ Maズ mum Dゴν lntake)

答申案 別紙2のとおり。
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(別紙 1)

エフロトマイシン

食品名
基準{直 (案 )

ppm

基蜃隼{直覇訴予

ppm

飼安法

ppm

豚の筋肉 0.03 0.0311 0.03

豚の月旨月方 0.03 003

l家の月干臓 0.03 0.03‐ . 003

豚の腎臓 0.03 0.03:| 003

月家の食用部分
*

0.03 0.03 1 0.03

平成 17年 11月 29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値についてはt網をつ

けて示した。
*:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉t脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。 .
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(別紙 2)

答申(案 )

:エフロトマイシン

食品名
残留基準値

ppm

豚の筋肉 0.03

豚の月旨肪 0.03

豚の肝臓 0.03

豚の腎臓 0.03

豚の食用部分
キ

0.03

*:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外

の部分をいう。
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの

構造式

適用動物/用途 牛、豚、羊/セファレキシン感受性菌感染症及び手L房炎め治療

作用機構

グラム陽性菌及びグラム陰性菌の両方
|こ
活性のある|り抗菌スパクトルを持つ

第一世代セシァロスポリン系抗生物質である。感受性菌の細胞壁にある■う又
は複数のぺニシリン結合タンパク質と結合することによって細胞壁の合成を阻害
する。

我が国の承認状況 イヌ用の動物用医薬品として承認されている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。   :
EUにおいて残留基準ltLが設定されている。

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果
・

許容一日摂取量(ADI)0.06mg/kg体 重/日 (微生物学的ADIとして)

基準値案
別紙 1のとおり6

残留の規制対象物質:セフテL/キシジ

暴露評価

丁MD1/ADI比 は、以下のとおり。      _
TMD1/ADI(0/0)

国民平均 0.1

幼小児(1～ 6歳 ) 0.3

妊婦 0.1

高齢者 (65歳以上) 0.1

丁MDI:理論最大二日摂取量 (TheoreJcal Ma珀 mum Dましhtake)

意見聴取の状況

平成 23年 1

平成 2o年 1

平成123年 1

月 14日 に在京大使館全の説明を実施

月 2'日 ～2月 25日 パブリックコメントを実施

月 31日 ～4月 1日 WTO通報を実施

答申案 別紙 2のとおり。

セファレキシン(Cefaにx品 )
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(別紙 1)

セファレキシン

食品名
基準値 (案 )

ppm

基準値現行

ppm

EU

ppm

牛の筋肉 0.06 0.21 02

牛の脂肪 0.06 0.2

牛の肝臓 0.06 0121 0.2

牛の腎臓 0.06 1
1

牛の食用部分
*1｀・2 0.06 0121

Ｉ

Ｌ
一
子 0.01 10111 0.1

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値につい

ては、網をつけて示した。                      |
*1:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の

部分をいう。       一

*2:食用部分については、腎臓の値を参照した。           ｀
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鰯ll紙 2)

答申(案 )

セファレキシン

食品名
残留基準値

ppm

牛の筋肉 0.06

牛の脂肪 0106

牛の肝臓 0.06

牛の腎臓 0.06

牛の食用部分
十

0.06
‥

Ｌ
”
子 0.01

*:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外

の部分をいう。
: ｀
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平 成 22年 11月 30日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長  岸 玲 子 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

食品規格部会長 :大 前 和 幸

食品衛生分科会規定第8条第 3項に規定する食品規格部会

における決定事項の報告について

平成22:年 7月 25日 付け厚生労働省発食安第01723第 8号をもつて

諮問された食品衛生法 (昭和22年法律第233号)第 11条第 1項の規定

に基づく即席めん類の規格基準の改正について、当部会で審議を行った結果

を月り添のとおり取りまとめるとともに、:下記のとおり議決し、食品衛生分会 ,

規定第 8条第 1項の規定によ り当部会の議決をもうて食 品衛生分科会 の議

決 としたので、同条第 3項の規定に基づき報告する。

「            記

即席めん類の成分規格に規定する酸価及び過酸化物価の沢l定法について

は、1削除することが適当であるt
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(別  添)

即席めん類の規格基準の一部改正について

.経 緯

酸価及び過酸化物価は、食昴に含まれる油脂の変敗による衛生上の危害発

生の防止の観点から、油脂の劣化の指標 として用いられている。酸価は、油

脂の古き、使用歴等を示す指標であり、「油脂 lg中に含まれる遊離脂肪酸

を中和するのに必要な水酸化カリウム量の mg数」で表されてまた、過酸化

物価は、油脂の酸化変質の過程で生成する過酸化物の量を示す指標でありt

「油月旨l kg中の過酸化物によリヨウ化カリ
′
ウムから遊離されるヨウ素量の

mg数」で表される。 ‐

食品(添カロ物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第 37p号。以下「告香」

とぃう。)において、即席めん類 (めんを油脂で処理したものに限る。)の成

分規格として「あんに含まれる油脂の酸価が3を超え、又は過酸イ|夕価が30

を超えるものであつてはならない」と規定されているとともに、酸価及び過

酸化物価の測定法がそれぞれ定められている。またt「葉子の製造・取扱い

に関する衛生上の指導について」(昭和 52年 11月 16日 環食第248号)等に

ぉいても、酸価及び過酸化物価の基準が示されており、告示に定められた測

定法 (以下「現行法」という。)が準用されている。       ―

現行法は、有害試薬である精製エーテル及びクロロホノレムを使用するもの

であることから、平成 22年 7月 、これら試薬の使用を低減し、又は他の試

薬そ代替した沢J定法 (以下「改良法」という。完1紙)に変更することについ
,

て、厚生労働省から薬事・食品衛生審議会に対して諮問がなされた。

2.主な審議内容
・

:試料の調製において仁用する精製ニニテル (ジエチルエーテル)は、引火

性が高いことから、これを石油平Tテルに代替することは差し支えない。

ただし、石油千―テル中にはβ一人キサンが含まれているため、作業者の

健康保護の観点から、関係法令に基づく適切な管理下での取扱いが必要で

ある。     ‐1

・ 過酸化物価測定法において使用するクロロホルムは、環境及び人体への有

害性が高いことから、これをイソオクタンに代替することは差し支えなぃ。

・ 即席あん類、菓子等から抽出しな油脂試料の酸価及び過酸化物価測定の結

果より、改良法は、翠行法と同等の沢J定精度を有するものと認められる。

,分析棟術あ準歩に迅導に対応し、適宜測定法の修正を行うことを可能とす

るため、現行法を告示から肖J除 し、改良法を通知により示すことは差し支

えない。

-1-
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3.食品健康影響評価      r
i 即席めん類の酸価・過酸化物価測定法を告示から削除することについては、
平成 22年 11月 15日 付け厚生労働省発食

=1115第
1号により食品安全委員

会あてに、食品安全基本法 (平成 15年法律第 4o号)第 11条第 1項第 1号  ｀

の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解
してよいか照会したところt同年11月 18日 付けで、食品安全基本法第11 ｀
条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに    '
.該当すると認められぅ旨回答されている。   :

4:審議結果                    :
以上より、即席めん類の酸価・過酸化物価測定法については、現行法を教   |

良法に改めるとともに、告示から削除し通知により示すことが適当であるも

<参考  ゝ即席めん類 (めんを油月旨で処理したものに限るも)の成分規格      ,
改正案 現  行

旱p席 めん類は、めんに含まれる油脂の
酸価が 3を超え、又は過酸化物価が 30

を超えるものであってはならない。

即席めん類は、めんに含まれる油脂の
酸価が3を超え、又は過酸化物価が 30
を超えるものであってはならない。この
場合の酸価及び過酸化物価の浪1定法はt

争雀奨平嬉轟巽稼)  
・

  ヽ .

2.試料の調製 (略 )

3.酸価の測定法 (略 )

4.過酸イヒ物価の測定法 (略 )

-2-

-81-



(参 考)            .

○ 審議経過等 .      ・

幸成 2'午 7月 23日  厚生労働本臣より薬事 :食品衛生審議会に対し即席めん類?

規格基準の改正について諮問

平成 22年 7月 29日  薬事・食品衛牛審議会食品衛生分科会食品規格部会において

‐
審議

平成22年 11月 15日 厚生労働本臣より食品安全委員会委員長に対し食品健康影響   ‐

′    評価を行 うことが明らかに必要でないときに該当するか照会

平成 22年 11月 18白 食品安全委員会委員長キリ厚生労働大臣に対し食品健康影響

評価を行うことが明らかに必要でないときに該当する旨回答

○ 薬事 口食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会委員 (◎ は部会長)  |

萌石 真言  独立行政沐人放射線医療総合研究所索急被ばく医療■窄センター量

浅見 真理  国.立堡健医療科学院水道工学部水質管理室長

五十君静信  自立医棄品食品衛生研究所食品衛生管理部第一室長

石田 裕美 :女子栄養大学栄養学部寒践栄養学科教授

井上  達  独立行政法人医薬品医療機器総合機構新薬審査第丁部テクニかエキカ)°

―ト

◎ 大前 和幸  慶應義塾大学医学部教授

香山不二雄  自治医科大学医学部楽理学講座環境毒性学部門教授

小西 良子
‐
自立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部長

小沼 博隆 東海大学海洋学部水産学科教授

阪口 雅弘 麻布大学獣医学部獣医学科教授

寺嶋  淳  国立感染症研究所細菌第一部第一室長

、長野 哲雄  東京大学大学院薬学系研究科長・薬学部長

松田りえ子  国立医薬品食品衛生研究所食品部長  ヽ

山内 明子  日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部長
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(別 紙 )

即席めん類の酸価及び過酸化物価測定法

1.試薬・試液

次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準 (昭和 34年厚生省告示
第́ 370号)第 2添加物の部 ё 試薬・試液等の項に示すものを用いる。
(1)酸価の測定  ::            _     .

:エ タノール・エーテクレ混液 D 99:5v91%エ タノニルとジエチル土―テ
ノィを 1:2の害J合で混合する。

0。 l mo1/Lエ タク∵ル製水酸化カリウム溶液 " 水酸化カリウム 7.Og
を水 5 mLに溶解し、95 vol%エ タノールを加えて 1,o00 mLと する:

(2)過酸化物価の測定                t
: イソオクタン

`酢酸混液 イソオクタン (2,2,4-ト リメチルペンタシ)

_ と氷酢酸を2:3の割合で混合する。      1
飽和ヨウ化カリウム溶液 新しく煮沸し室温まで放冷した水にt過飽和

となる量のヨウ化カリウムを溶解させぅ。用時調製の上、遮光容器に
保存する:

.デンプン溶液 デンプシのlgに少量の水を加え、均一なぺ■スト状に
なるようかき混ぜる。かき混ぜながら熱水 190 mLをカロえ、沸騰させ
ないよう注意しながら透明になるまでがき混ぜうつ加温する。冷痴後、
ろ紙でろ過した後に冷暗所に保存する。

0 01 mo1/Lチ オ硫酸ナトリウム溶液 0 市販め0.l m91/Lチオ硫酸ナ
,ト リウム標準液を水で正確に10倍希釈する:用時調製する。

2.試料の調製

めんを粉砕し、8メ ッシュのふるいを通過し10メ ッシュのふるいを通過
,しない大き挙のものを選別してこれを分蓼後、十分に混合し試料とする。

試料の必要量のを量 り採 り、共栓フラスコに移し、石油工ニテルを 160 mL

加える:十分に振り混ぜた後t室温・暗所の条件下で穏やかに2時間振とう
する。その後t固形物を除くためろ紙を用いてぅ過する。石油工Lテル 80 mL

を加え残港を洗い、先のろ液にあわせる。ろ液全量を分液ロートに移し、そ
の約 2分の1容量の水を加えてよく振り混ぜ、水層を分離後捨てる。この操
作を2回繰り返した後ミ石油エーテル層を分取する。分取した石油■ニテル
層を適量の無水硫酸ナトリウムを用いて脱水する。その後(40℃以下の条件
で加温しながら減圧濃縮する。窒素を通じながら石油工=テルを十分に除去
し、得られた殊留物を油脂試料とする。

-4-
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3:酸価の測定法

油脂試料 10gを共栓フラ不コに精密に量 り採 り、エタノール・エーテノン

混液 1001・Lを加えて溶解する。これに、数滴のフェノールフタL/イ ィ試練

を指示薬とし―C加え、30秒間持続する淡紅こを呈するまで0.l mO1/Lエ タノ

ール製水酸化カリウム溶液で滴定する
たニタノール製水酸化カリウム溶液の

酸価

'ま

、滴定に要した 0・ l m01

液量から、下式により算出する。

酸価 =a× F文 5。 611/神 脂試料量 (g)

a:b.lm。 1/Lエ タノール製水酸化カ リウム溶液の量 (mL)

F:0.l mo1/Lエ タノール製水酸イビカ リウム溶液の力価 °

4.過酸化物価の測定法

油脂試料 6gを共栓フラスコIF精密に量 り採 り、′イソオクタン ,酢酸混液

351■Lを加えて溶解する。溶解液が均一にならない場合には、イソオクタン・

酢酸混液を適宜カロえる。次
vヽ
でフラスコ内の空気を窒素で置換した上で、窒

素を通じながら飽和ヨウ化カリウム溶液 1■Lを加え、直ちに共栓をして 1

分間振り混ぜた後、室長・暗所の条件下で5分間静置する。これに水 75 mL

をカロえ、激しく振り混ぜた後、デンプン溶液 l mLを加え、これを指示薬と

して 0.01 mo1/Lチ オ硫酸ナトリウム溶液により滴定する|●定は十分に攪

拌しながら行いつ、デンプンによる青色の消失時を終点とする。試験溶液と

は別にブランク試験 (油脂試料を用いない空試験)を実施し、測定値の補正

を行う。

過酸イビ物価は、滴定に要した 0.01 moi/Lチ オ硫酸チトリウム溶液の

液量から、下式により算出する。

過酸化物価〒la b)× F× 10/油脂試料量(g):

a:検体試験区の滴定に要した0.91h01/Lチ オ硫酸ナトリウム溶液の量(mL)

、  b:ブ ランク試験区9滴
.定に要した

0.01轟O1/Lチ オ硫酸ナ トリウム溶液の量 (記 )

F:0.01 mo1/Lチ オ硫酸ナ トリウムの力価
ω

<注解>

:1看[ム藉雀こ抒響
``謎

班ふ握唇詈与著Filiililililili:「 E2:  |

3)重合度が適切で安定しており、鋭敏に終点 |

料の必要量を抽出可能な試料量とする。ここで

て示しているが、試料の増減に合わせ、十分浸

量を適宜調整する。 ,

:1進籠ξ5曇T掌環森畢♭トリク去との反息が十分に進むよ,留
意する。

-5,
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消除予定添加物名簿に関する部会報告書

1.概要                    :
平成 22年 5月 18日 に公示した「消除予定添加物名簿」(80品 甲)に対して提出された   :

ヽ 訂正申出書を精査したところ、25品 目 (男1添 1)について、その申出に理由が認められた ,

ことから、当該25品 自を「消除予定添加物名簿」から消除し、残りの 55品 目 (別 添2)   ●

を「既存添加物名簿」から消除することとした。                      _
′ なお、この消除予定添加物名簿の作成に伴い、消除対ネとなった添加物のうちtF食品、
添加物等の規格基準」にぉいて成分規格が定めら4ている素加物及び製造基準が定あられ :  :
ている添加物について、当該規格又は基準を削除する必要が生じたことから、食品衛生法 |

(昭和 22年法律第 233号 )第 11条第 1項に基づき、薬事・食品衛生審議会に諮問を行つ
'た 。     .                        ',

2.規格基準の削除を伴う消除予定既存添加物

○成分規格の削除

NTア セチルグルコサミン及びダンマル樹脂                    :   :
○製造基準の削除 |                              十 ｀

ニンニク抽出物、ペパー抽出物及びワサビ抽出物             :     :

3.審議結果  
‐      1  .                       :

i 消除予定添加物名簿に残った 5ち 品目の既存添加物につぃてぃ、使用実態がないと考え

られることから、既存添加物名簿から消除して差し支えない。なお、消除に伴しヽ、成分規
格が定められている2品 目及び製造基準が定められてぃる3品 目について、「食品、添加
物等の規格基準」`から削除することが適当である。

-85「



(別添1)消除予定添力日物名簿からの削除の申出があつた品目のうち、添力日物とし

ての使用が確認された品目 (25品 目)

既存添加物番号 名  称 詳 細

021 アラビノガラクタン

2 070 カテキン

3 100 キハダ抽出物

4 113 グッタハンカン

5
Ａ
υ

つ
０ ゲンチアナ抽出物

6 160 ゴム分解樹脂

／̈ 162 コメヌカ酵素分解物

8 166 サ トウキビロウ

9 185 ジャマイカカッシア抽出物

10
０
０ 焼成カルシウム

消除予定添加物はうに

殻由来のみ

212 ソフレバ

12 213 ソルビンハ

13 う
０

う
０

う
乙 チルテ

14 235 ツ ヌー

15
０
０

う
０

つ
４ 低分子 ゴム

16
０
０

′
付

０
４ 動物性ステロール

17
ｎ
υ

´
υ

う
乙 ニガーグッタ

18 270 ニガヨモギ抽出物

19 う
０

つ
０ ベネ‐ズェラチクル

20
ｎ
υ

質
Ｊ

う
０ マッサラン ドノ゙チ ヨコレニ ト

21 360 マッサラン ドババラタ

22
Ｅ
Ｕ

∩
υ

′
４ リンターセルロTス

23 410 レッチュデバカ

24
月
牛 レ ハ ン

25 416 nifi2r:,
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(別添 2)既存添加物渚簿から消除する品目 (55品 目)

既存添加物番号 名  称 詳 細
1 011 N―アセチルグルコサミン

2 023 アルカネ ッ ト色素

3 028 アロエベラ抽出物

4 ７
′

３∩
υ イ■カロテン

5 044 エゴノキ抽出物

6 046 エラグ酸

7 049 オキアミ色素

8 052 tuj-N-7t+tv)'tv=+ii)
9 054 オリゴグルコサミン

10 061 カカオ炭末色素

1  1 065 ガス トリックムチン

12 072 力三色素

13 094 キダチアロエ抽出物

14 116 グリーンタフ

15 133 クワ抽出物

16 140 酵素処理カンゾウ

17 141 酵素処理チキ抽出物
18 147 酵素分解ハ トムギ抽出物
.19

155 コーーパル桂期旨

20 156 コバル ト

21 165 ササ色素

22 171・ サンダラック樹脂

23 180 シヨン色素
24 つ

０
ｎ
υ スクレロガム

25 フ
′

ｎ
υ 不フインゴ脂質

消除予定添加物はウシ

の脳由来のみ
26 203 セサモリン

27 205 セスレヾニアガム

28 214 トソルボすス

29 226 タンニン (抽 出物)

消除予定添加物はクリ

の渋皮及びタマリンド

の種皮由来のみ
30 ７

′
つ
４

０
４ ダンマル樹脂

31 231 チヤ種子サポニン

32 244 電気石
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33 249 ドクダミ抽出物

.34 258 トリアシルグリセロニルリパニゼ

35 268 ニガキ抽出物

36 271 ニス トTス

37 273 - r-t=t
38 275 ニンニク抽出物

39 281 パフィア抽出物

40 288 ヒキオコシ抽出物

41 295 ヒメマツタケ抽出物

42 296 ピメンタ抽出物

43 331 ヘスペ レチ ン

44 335 べニノキ末色素

45
ｎ
υ

つ
０

つ
０ ペパー抽出物

46 348 ホウセンカ抽出物

47
∩
υ

И
■

つ
０ ホコッシ抽出物

48 372 メチルチオアデノシン

49 377 モウソウチク炭抽出物

50 385 モリン

51
会
Ｕ

０
０

つ
０ モンタンロウ

52 388 油煙色素

53 389 ユーカリ葉抽出物

54 412 レモン果皮抽出物

55 419 ワサビ抽出物
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があり、併せてイレポニ

トトレラシス制度に基づく基準設定の要請があらたもの。

構造式

用途 農薬/殺菌剤

作用機構
シアノイミダゾーブレ系化合物の殺菌剤である。ミ、トコンドリアにおけ
る電子伝達系を阻書することにより作用を示すと考えられる。

適用作物/適用病害虫等
適用拡大申請 :キ ャ:ベッ、はくさい等/べと病、根こぶ病等
インポー トトレランス申請 :にん じん、パパィァ等/疫病等

我が国の登録状況 そ!ず、ごばう等に農薬登録がされている:

諸外国の状況

国際基準時設定されていない。米国においてばれぃしょ、なす科野菜、
うり科野菜等、カナダにおぃてばれいしょ、 ド● 卜、うり科野菜等、
EUに おいて トマ ト、うり科野菜等にもぃて基準ぶ設定値 されてしヽ
る。             ,

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)L17璽 g/kg体重/day

[設定根拠]2年間:慢性毒性/発がん性併合試験

無毒性量 17.l mg/kg体 重/day

安全係数 100

(ラ ット"混餌)

基準値案
別紙 1の とおり:

残留の規制対象物質 : シアゾフアミドとする。

暴露評イ面

TMD1/ADI比 は、以下のとおりま

TMDI:理論最大一日摂取量(TheOretical Maximum Daily lhthke)

TMD1/ADI比

(%)
国民平均 12.2

幼小児 (1～ 6歳 ) 22.6

妊婦 9.4

高齢者 (65歳以上) 13.0

意見聴取の状況

平成22年 9月 28日 に在京大使館への説明を実施
平成22年 10月 19日 ～11月 17日パブリックコメントを実施
平成 221年 11月 1日 ～12月 31日 WTO通 報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

シアゾフラミド(Cya2ofamid)
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農薬名    シアゾフアミド (男 J糸底1)

農産物名
基準値

案

基準値
現行

登録
有無

参考 基 準値

作物残留試験成績等国際

基準

外国
基準値

小麦 0_05 ○ く0_01,(001/(001,(0_01

大豆

小豆類

0.3

0.1

03

01

○

○

006(S),O o4/く 001: く001

0.02,002

1ま力じセヽしよ 0.05 ○

〈001,K001/ 〈001(#),〈 0.01(#)/
・ 〈0.01,く 001

だいこん類(ラデイッシユを含む)の根

だいこん類(ラデイツシユを含む)の葉

かぶ類の根

かぶ類の葉

はくさい        ‐

キャベツ

ケール

こまつな   ´

きような

チンゲンサイ

プロッコリー

その他のあぶらな科野菜

005

10

03

20

2

0_7

15

15

10

3

1

15

005

10

03

20

1

0:05

15

15

10

3

1

15

○

○

○

○

〇・申

○`申

○

○

○

○

○

∩

〈001,〈 001(だ いこん)/〈0005,
〈0005(はつかだいこん)

5.07,3.54(だ いこん)/1.5,2.1(は つかだ
いこん)

、    0.08,0_06

146,972

002,024/008,0.32/ 0.10,072

〈0.01,〈 001/028(#),016(#)

(こまつな参照)

910($),376

185,494

1_02($),076

0.24,0:40

070,0.49(畑わさびの根)、

0_020,1.16(→ (なばな)、 23,85(はたけ
な)、 1.3.1.5(はたけな(な ばな的栽培))

レタス(サラダ菜及びちしや袷 む。) ○

2.76,010(レタス)/517,244(サ ラダ菜)

/1_26,218(リ ーフレタス)

たまねぎ

ねぎ (リ ーキを含むb)

わけぎ

その41の ゆり科野菜

005

2

5

3

005

2

5

3

○

○

○

∩

〈001, く001

036,088

0_75,164($)

126,0_88(葉たまねぎ)

にんじん

みうば

トマト

ピーマン

なす

その他のなす科野菜

0.09

10

2

1

0.5

2

10

2

1

05

2

IT

○

○

○

○

○

009 アメリカ 【く0_01-0045(n=18)(米 国)】

1  2.04, 3.46($)

018,0.52(卜を卜)/1.00,0.72(ミ ニトマト)

0_33($),0.22

0111,0 10

0.30,0.46(ししとう)

037/080/068024(と うがらし)

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり

J卜いか

メロン類果実

まくわうり

その他のうり科野菜

07
0.1

0_1

0.05

0.05

01
0_1

0_7

01
0.05

0_05

0.1

01

○
　
　
　
○

○

　

∩

0_10

0.10

0.10

アメリカ

アメリカ

アメリカ

0.08,0.23($)

【く0.01-0.056 4ul米 国ヽばかばちや)]

【米国ぺぽかぼちゃ参照】

〈0_01,〈 0_01          ‐

〈0_01,く 0.01

【米国
^ぽ

かばちゃ参照】

0_02,002(と うがん)

ほうれんそう

しよう力`

えだまめ

○

　

○

（

162($),7.17

0.23,004(しょうが)/ 138,0_99(葉 しよう
が)

234. 040,〈 001.(001

その他の野菜 1 l ○ 44,38(お かひじき)

みかん
ならみかんの果実全体
レモン
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実

07
2

5

5

5

5

5

○
○
○
○
○
○
○

025($),005

054(1),047
2_03($),033

(レモン参照 )

(レモン参照 )

(レモン参照 )

1_06(すだち)tO_35TA」 ぼヽす )
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農薬名 シアゾファミド

(#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。
($にれらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留偉を基準値策定の根拠とした。

ノ

(別紙 1)

農産物名

轍

第

ＤＤｍ

基準値
現行

録
無

登
有

参考基 準値

作物残留試験成績等

｀  ppm

晰
群
¨

外国
基準値

いちご ○ 0_29(s),〈 o ol

ぶどう ○ 636.19o(小粒)/o_53,1.26(大 粒)

,V<41
IT 台湾 【0.10(#)(台湾)】

その他の果実 l ○ 0_18,0.40($)(い ちしく)

その他のス′くイス

その他のハープ

1 0 ○

　

　

○

338(3),1.51(み かん果皮)

a熱 3ヽiヾ頼 ;Fの≡葉、
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食品名

残留基準値

/Jヽ麦 0.05

大豆 :

/卜百と百につ

R

0.1

|ぎ矛しυヽしよ 005
だいこん類 (ラディッシユを含む)の根

だいこん類 (ラデイッシュ冷 む)の葉

かぶ類の根     l
かぶ類の葉        ‐

はくさい
キャベツ     ｀

ケール
こまつな
きような      _
チングンサイ
ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜
(|"   _

0.05

10

0_3

20

2

0.7

15

15

10

3
ヽ
  1

15

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。
たまねぎ
ねぎ(リ ーキを含む。)

わけぎ

ぞあ他のゆり科野菜に⇒

10

0.05

2

5

3

にんじん    ,
みつば

トマト
ピーマン

なす

その他のなす科野菜
につ

0_09

10

2

1

0.5

12

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり
すいか
メロン類果実
まくわうり

そあ他あうり科野菜にD

0.7

0.1

0.1

Ю

・
０

０
．
０
．

ほうれんそう
しようが
,ガまめ

その他の野菜は0 10

みかん    ‐

なつみかんの果実全体  、

レモ ン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ :
ライム

その他のかんきつ類果実
につ

0.7

2

5

5

5

5

5

いちご

ぶどう

ノくノくイヤ

その他の果実
(注め

1

その他のスノくイスt江
?′

その他のハーブ
(■ 10)

1 0

答申 (案)1
シアゾファミド

ヽ                 偶」紙2)

(注1)い んげん、ささげ、サルタニ豆、サ
ルタピア豆、―パター豆、ペギア豆、ホフイ
ト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

ヽ(注2)「その他のあぶらな科野菜」とは、

あぶ らな科野菜のうち、だいこん類の根、
だいこん類の葉、かぶ類め根、かぶ類の

葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、
キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

なkき ような、チングジサイ、カリフラ
フニ、プロッコリー及びハ

=ブ
以外のもの

をいう。

(注3)「その他のゆり科野菜」とは、ゆり
科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんに
く、にら、アスパラガス、わけぎ及びハー
ブ以外のものをいうと

(注4)「その他のなす科野菜」とは,なす
科野菜のうち, トマ ト,ピーマン及びなす
以外のものをいう。

(注5)「その他のうり科野菜」とは、うり
科野菜のうちてきゆうり、かばちや、しろ
うり、すいか、メロン類果実及びまくわう
り以外のものをいう。

(注6)「その他の野菜」とは、野菜のう
ち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶ
らな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せ
り科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほう
れんそう、たけのこ、オクラ、しようが、
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま
め、きのこ類、ス′くイス及びハーブ以外の
ものをいう。

(注7)「その他のかんきつ類果実」とは、
かんきつ類果実のうち、みかん、なつみか
ん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果
実全体、レキン、オレンジ、グレープフ
ルーツ、ライム及びスパイス以外のものを
いう。

(注8)「その他の果実」とは、果実のう
ち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、
西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタ
リン、あんずですもも、うめ、おうとうt

ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キ
_

ウイー、パパイヤ、アボカ ド、パイナップ
ル、グアバ、マンゴー、パ ッションフルー

ツ、なつめやし及びスパイス以外のものを
いう。

(注9)「その他のスパイス」とは、スパイ
スのうち、西洋わさび、わさびの根茎、に
んにく、とうがらし、パプ リカ、しよう
が、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆず
の果皮及びごまの種子以外のものをいう。

(注10)「その他のハーブ」とは、1ハニブ
のうち、クレソンくにら、バセリの茎、パ

セリの葉、セロリの茎及びセ ロリの葉以外
のものをいう。メ
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づ く適用拡大申請に伴う要請があうたもの。

構造式

Ci

用途 農薬/殺虫剤

作用機構

フエイキシーピリジロキシ誘導体の構造を有する
な作用機構は明らかになっていないが、野菜類の鱗翅目害虫及び総翅
目害虫に対して防除効果を示す。

適用作物/適用病害虫等 適用拡大申請 :豆類 (未成熟)/ハスモンヨトウ
我が国の登録状況 大豆、だいこん等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

国曝基準は設定されてし)な い。米国においてキャベツ、プロツコリー
等、Eu l三 ぉしヽて トマト、メロン類果実等についそ基準ぶ設定値されそ
いる。  _      1                :

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容,日 摂取量 (ADl)1 0.028 mg/kg体童/day

[設定根拠]2世代 繁殖試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 2.80 mg/kg体 重/dayl_

安全係数 100  1

基準値案
別紙:1の とおり。

残留の規制対象物質 :ピ |リ ダリルとする。

暴露評価

丁MD1/ADI比は、以下のとおり。

TMD1//ADI 比

(%)
国民平均 33.3

幼小児 (lγ 6歳 ) 59.3

妊婦 28.2

高齢者 (65歳以上 ) 30.2

TMDI:理論 最 大 一 日摂 取量 (TheOretical Maximum Dail,Ihtake)

意見聴取の状況
平成 22年 11月 2日 に在京大使館への説明を実施
平成 22年 11月 11日 ～12月 10日 パブリックコメントを実施
平成 22年 11月 23日 ～平成23年 1月 22日 WTO通報を実施

答申案 別紙 2の とお り。

ピリダリル (Pyridalyl)
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菖裁      ピリダリル (別紙 1)

おこlζ雰存協震喜歌繁殴躇磨翻鶴 :祠謡鰹諄
けた残留値を署奮写不定

の根摯とレ■

農産物名
基準値

案
基準値
現行
DDm

登録

有無

参 考 基 準イ直

作物残留試験成績等

ppm

国際

基準

外国
基準値

大 百 ○ 001,0.04/く 0.01,〈 0.01

ばれいしよ
さといも類 (やつがしら袷 む。
かんしよ

（
υ

005

005
0.05

0.05

○
○
○

く0.01

(0.01

く0.01

だいこん類 (ラデイッシユを含む)の根

だいこん類 (ラデンッシユ冷 む)の葉

|まくさセヽ

キャベツ

チ
`鰤

0.1

5

1

0_2

15

2

0.1

5

1

02
15

2

○

○

○

○
○
∩

(0.01,0.02

2.22($),0.76

037,017  ｀

o.04,0.03

283,8.02($)

0160,050

レタス(サラダ穀 びちしやを

含む。)  .
その他のきく科野菜 i

０

〉

　

一ｂ

２ ○

　

○

1_92,171(レタス)

140,668/15_2,598(リ ーフレタつ
112($),1.12(立ちちしゃ)

196,2.36(食 用ぎく)

09R,7,(夫 <`迪雪ヽヽ

ねぎ(リーキを含む。)

アスパラガス

〇

　

〇

176,16∝葉ねぎ)

051,1.12(根 深ねぎ)

0_12,1_30(#)($)

トマト

ピーマン

なす

その他のなす科野菜

○

○
○

○

0.38;0.31(l--?l-.)
i. tz, t. 76($Xi=l-.-zl-)

- 0.62,0.74

0.36,0.36
2.14,r.7e(L)i\bL)
r.22.r.6L(LLPa)

きゆうり(ガーキンを含む。)

メロン類果実

０

．

・

０

０

．

・

０

○

○

0.20,016

(001,〈 001

未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

○

申

０

246,142

116($),0.60

147,172

その他の野菜 5 申
(未成熟えんどう、未成熟いんげん、

しヽちご 5 5 C 164($),123

lo\fuat:-) ○

210,164(し そ)

481,536(し その花機
122382(バ

=ジ

′L/b
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ル

食品名
残留基準値

大 豆

ばれい しよ
さとい も類 (やつがしらを含む。)

かん しよ       '

0.05
0.05
0.05

だいこん類 (ラディッシュを含む)の根
だいこん類 (ラディッシ三を含む)の葉
はくさい
キャベツ
チングンサイ   ・

プロッコリー

0.1

5

1

012

15

2
レタス (サ ラダ粟及びちしやを含む。)

そめ他のきく科野菜注1)

準ぎ (リ ーキを含む。)

アスパラガス
トマ ト
ピ,マン

なす      .‐
その他のなす料野菜注2)

きゆ うり (ガー キ ンを含む。 )

メ ロン類果実
0.5

0.05
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

その他 の野菜 =1) 5

いちご

その他 のハー ブ江4,

答 申 (案) (男り糸鴎2)

注1)「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜
のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョー
ク、チコリ、エンダイブ(しゆんぎく、レタス及び
ハ‐プ黙外のものをいう。      1

注2)「その他のなす科野菜」とは,なす科野
菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のも
のをいう:             ´

注3)「その他の野菜」とは、野菜のうち、ぃも
類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、き
く科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野
菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、ォクラ(

しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、
えだまめ、きのこ類、不パイス及びハープ以外
のものをいう。

注4)「その他のハーブ」とは、ハープのうち、
クレソン、にら、がャリの茎、′iセリの来、セ童リ
の茎及びセロリの葉以外のものをいう。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があつたもの。

構造式 〔E

用途 農薬/殺ダ■剤

作用機構

ナフトキノン骨格を有する殺ダ千剤であり、ダニ類のミトコンドリア

2霧貢言病季Fな llう

酵素得合管「嘱言1'こ
と

|こ
キ|'マ果をテす

適用作物/適用病害虫等 適用拡大申請 :う めt さといも等/ハダニ類等
我が国の登録状況 かん言っtなす等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。米国においてりん:ご、かんきっ類等t

カナダにおいてりんご、なし等、亡uにおいてりんご、かんきつ類等に
ついて基準が設定値がされている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果 :

下
[設定根拠]7年間 慢性毒性/発がんl■併合試験 (ラ

'卜

・混餌)

無毒性量 2‐ 25 mg/kを 体重/day

l  安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。          1
残留の規制対象物質 :アセキノシル及び代謝物AKM-05と するよ

暴露評価

丁MD1/ADI比 は1以下のとおり6

TMD1/ADI LL

(%)
国民平均 18.9

幼小児 (1ん 6歳 ) 39.3

妊婦 i 18.3

高齢者 (65歳以上) 22.8
TMDI 理論最大一自摂取量 (TheOretical Maximum Dai ly tntake)

意見聴取の状況

平成 22年 11月 2日 に在京大使館べの説明を
平成 22年 11月 11日 ん12月 10日 パブリックコメントを実施
平成22年 11月 23日 ん平成23_年 1』 22日WTo通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

アセキノンル (Acequin6cyl)
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自墓名       アセキノシル     __ 暢り紙 1)

農産物名
帥
案
¨

基準値
現行

登録
有無

参 考基準値

作物残留試験成績等国際
基準

外国
基準値

」ヽ豆類 ○ く0.03,0.20

やまいも 0.2 ○ く003,〈 003

その他のきく科野菜 5 申 2.0($),0.9(食 用ぎく)

ピーマィ           、_
なす

その他のなす科野菜    ___

l

l_0

申

○

韓 国

0_79,0_98

049御),0.35(#),0.23(#),0.32(

:          1)

rn RRr磋章[ョ >ら ボ餞1´ 1ヽ

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシ三を含む。

しろうり

すいか
メロン類果実
まくわうり

その4bあうり科野菜

05
0_5

07

0.1

0_1

0.1

0_7

0.7

0_1

0.1

01

07

○
○
　
　
　
○
　
○

〇
〇
　
　
　
〇

0.08(→ ,011(#)($)

0 16,(0.10

きゆうりの残留値の2倍

にて緊急登録
(農林水産省からの理
由書による要請)

〈003(#),〈 o_03(#)
〈0_03(#),〈 003(#)

(メロン参照)

しろうりの緊急登録と同
期化した対応

(農林水産省からの理
由書による要請)

その他の野菜 1 〇・申
011,027($)(食 用バンジー)

0204(S)(さとい1、 葉柄)

みかん

なつみかんの果実全体

レモン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実 _

012

2

1

2

2

2

02

2

1

2

2

2

1

○

○

○

○

○

○

　

○

アメリカ 003(#),003(#)

091(#),0“ (#).064(#),052(lll

041(#)

(なつみかん果実全体参照)

(なつみかん果実全体参照)

(なつみかん果実全体参照)

tO.290(かばす)

046は)(すだち)

りんご

日本なし

西洋なし

マルメロ

r、ォっ

0.7

0_4

04

l

l

0.4

0_4

〇
　
　
〇
　
　
〇 0.40

0.40

0.40

アメリカ

アメリカ

アメリカ

023(#),026(#)

【0025-0226(n=20(米 国)】

0.77(#),0.28(#),031(#),0:35(

‖),

0.44,0 18

'(日本なし参照)

【0.011● .049(F12)(米 国)1

【米国りんご、西洋なし参照】

【米国りんご、西洋な参 照】

もも
ネクタリン
あんず (アプリコットを含む)

すもも(プルーンを含む)

うめ     :
ぉぅルぅrヮ

色ェリー希 とP)

0_1

1

07
2

2

01
1

07

2

○
○

　

○

申

∩

く0.030),0.03← )

0_36,030

0.05,0.28($)

092:045

0_44(I),057(#)

いちご 2 2 ○ 043,071

ぶどう ○ 0 14,0_14

′くパイヤ
ヤンゴー

○

○

0.45,0.42ヽ

0.17,0.19

その他の果実 2 2 ○

0.69,0.81(あ けび)

021.0.21(ゴ レンシ)
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農薬名      アセキノシル

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
(→これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

(別紙 1)

農産物名
基準値 :

案
基準値
現行

登録
有無

参考基準値

作物残留試験成績等鰈群
ＤＤｍ

外国
基準値

くり

ペカシ

アーモンド

くるみ

その他のナッツ類

0.02

0.02

0_02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0`_02

0.02

0.02

0.02

0.02

0_02

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

【米国ペカン、ァーモン餞期間

【くO o2(F5)(米国)】

【(002(n‐5)(米国)】

【米国ペカン、アーモンE参照】

墜 国ペカン、アーモン睡舞d
茶 D 12.9(#りい,,4.8(#),3.∝ #),14.3(

#)

その他のスパイス

その他のハーブ

○
　
○

0_3,08(さんしよう)

1.92(#),3.00鰤 )(みかんの果
皮)

JI,2_2(し そ(葉))
牛の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
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食品名

残留基準値
※

DDm

小亨類
注1)

や士い|、 (長いもをいう。)

蒻爾万暮く科野菜望
ピーマン

なす

そあ仙のなす科野菜お)

1

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

かぼちや:(スカツシュを含む。)

しろうり
すいか

メ■ン類果実
まくわうり
その伸のうり科野菜|°

0_5

05

0.7

0_1

0.1

01
07

その伸`の野菜
注5)

みかん

なつみかんの果実全体

レモン

オレンジ (ネーブルオレンジを含む )

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実
注0

りんご

日本なし

西洋なし
マルメロ

びわ

07
1

1

0.4

0_4

もも

ネクタリン   ・

九 も(プルニンを含む)

うめ
法うルう

`チ

ェリーーを含ね)

0.1

1

07
2

2

いちご 2

だう

f,t:4I
-?:/J'* ハ

υ

そのrlbの 果雲注っ 2

くり

ペカン

アーモンド

くるみ   :
の́伸のナッツ類■8)

0

0

002
0:02

0_02

本 40

?ahh.Dzt:47aet
7611gt 6;tr-)ero)

牟%得3片
棲

'乳

類呼
「

する
引
物

温Dの
脂肪

その他の陸棲哺予L類に属する動物の肝臓 _二_

0.02

002
0.02

002

答 申(案)
(男り糸氏2)

※今回残留基準を設定するアセキノシルと
は、アセキノシ″及びアセキノシルヒド●キシ

体(3-ドデシルー2-ヒドロキシー1,4-ナフ

トキノン)をアセキノシル含量に換算したもの
の和をいうこと。        ・

注1)いんげん、ささげ、サルタ■豆、サルタピ

ア豆、パター豆、下ギア豆、ホフイト豆、ライマ
豆及びレンズを含む。

滋 )「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜
のうち、ごぼう、サルシアィー、ア~テイチョー

ク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及
びハープ以外のものをいう。

注3)「その他のなす科野菜]とは:なす科野
菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のも
のをいう。        子

注4)「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜の

うち、きゆうり、かばちや、し/pうり、すいか、メ
ロン類果実及びまくわうり以外のものをいうq

注5)「その他の野菜」とは、野菜のうちtいも
類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜:き

く科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科
野菜、ラリ科野菜、ほ れゝヽそう、たけのこでオ
クラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いん
げん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びィヽ一
ブ以外のものをいう。

注6)Fその他のかんきつ類果実」とは、かんき
つ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつ

みかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レ

モン、オレンジ、グレープフルーツ、フイム及
びスパイス以外のものをいう。
日                1

注7)「その他の果実Jとは、果実のうち、かん

きつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マ

ルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、ヽ
も、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、か
き、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パ

イナップル、グアバ マヾンゴー、パッションフ
ルーツtなつめやし及びスパイス以外のもの

をいう。

警l当:陶 奪 去 寧主鼈 く
るみ以外のものをいう。

注9)「その他のスパイス」とは、スパイスのう
ち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とう
がらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オ
レンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以
外のものをいう。

注10)「その他の′、
ニブ」とは、バープのうち、

クレソン、にら、不ャリの茎、パセリの葉、セロ

ツの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

注11)「そめ他の陸棲哺手し類に属する動物」
とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及
び豚以外のものをいう。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があったもの。

構造式
′ 〔〕

用途 農薬/除草剤

作用機構 蓋χI暮量管譜曇事2雪言肇F靴£碁羹T席置を[
停止し枯死させると考えられている。除草活性|さ S体のみ I三存在する。

適用作物/適用雑草 移植水稲 、直播水稲 /水田一年生雑草

我が国の登録状況 移植水稲、直播水稲に農薬登録がされていこ

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。米国、カナダ、欧州連合 (EU)、 オース
トラリア及びニュニジーラン ドいず4の国及び地域におぃても基準値が
設定されていない。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果 ~

許容一日摂取量 (ADl) 0.Q035:mg/kg体重/“y    ~T~
[設

=根
拠]2年間 慢性毒摯/発がん性併含試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 0.356 mg/kg体 重/day.:   ・  ・

安全係数 100   :

基準値案
別紙liの とおり6

残留の規制対象物質 :イ ンダノファンとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。      ~「 丁

TMD1//ADI比

(%)
国民平均 10.3

幼小児 (1～ 6:歳 ) 19.4

妊婦 ７
′

０
０

高齢者 (65歳以上) 9.3

TMDI:理論最大一日摂取量 (The2retical MaxiⅢ品Dally lntake)

意見聴取の状況

1平成 23年 1月 14、 日に在京大使館への
平成 23年 1月 27日 ～2月 25日 パブリックコメン トを実施
平成 23年 1月 31日 t平成 23年 4月 1日 WTo通 報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

ィンダノフラン (Indanofan)
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農薬名     インダノファン

踊励磐肇珈講離|ちζ配禦l躙掌理●製誉碁贅紘

(万 1J糸〔1)

農産物名
鰤
案
¨

基準値
現行

録
無

登
有

'参考 基 準 4nL

作物残留試験成績

DDm
断鮮
¨

外国
基準値
ppm

来(玄米をいう 0 〈001(#)く 001(

小麦

大麦
魚介類

005

005
0.04 004

申

申

〈0.01,く 0.01

く0.01,〈 0.01

推 :0.033
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答申 (案 )

ダ

(男」糸氏2)

ンダノファン

食品名
残留基準値

米 (玄米をいう。
小麦
大麦

0.05

0_05

0.05
ミ′)類 0.04

-102-



審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯
薬事法に基づく動物用医薬品の承認事項の変更(手Lの使用禁止期間の変

更)に係る要望に伴い意見聴取があつたもの

構造式

O

エンロフロキサシン シプロフロキサシン(代謝物 )

適用動物/適用疾患 牛、豚、鶏/細菌性呼吸器感染症及び消化管感染症の治療

作用機構

ニユ丁キノ甲ン系抗菌剤である。細菌のⅡ型トポイソメラーゼであるDNAジャ

イレース、あるいはトポイソメラーゼⅣに作用しDNA複製を阻書するものと考
えられている。       |

我が国の承認状況 :動物用医薬品として承認されている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

米国、EU及びカナダにおいて基準値が設定されている。

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果

許容―日摂取量(ADI)0.002 mg/kg体 童/日 (微生物学的ADIとして)

基準値案

承認事項変更の要望にあたり提出された残留試験結果にょると、乳の使用
禁上期間を現在の96時間から60時間に短縮した場合であっても、エンロフ
‐ロキサシン及びシプロフロキサシンの残留量は現行基準の範囲内であること
から、基準の変更を必要とするものではない

`残留の規制対象物質:エンロフロキサシン及びシプ由ウロキ与ジシ

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり:

TIID1/ADI(%)

国民平均 10.4

幼小児 (1ん 6歳 ) 39.6

妊婦 11,9

高齢者 (65歳以上) 10.2

TMDI:理論最大T日 摂取量(ThёoreJё al Ma気 mLtt Dalけ htakё )

答申案 現行の残留基準を変更しないことが適当である。

エンロフロキサシン(Enro■ oxacin)
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(参考 )

現行の残留基準

エンロフ白キサシン

食品名
残留基準値

ppm

牛の筋肉 0.05

豚の筋肉

その他の陸棲哺乳類に属する動物
薇の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪 0.05

豚の脂肪 0.05

その他の陸棲哺手L類に属する動物の脂肪 0_05

牛の肝臓 0.1

豚の肝臓 0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1

牛の腎臓 0.1

豚の腎臓
iO.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1

牛の食用部分
*2 0.05

豚の食用部分 0.05

その他の陸棲哺7L類に属する動物の食用部分 0.05

“
子

005

鶏の筋肉 0.05

その他の家きん
*3の

筋肉 0.05

翼島の1旨月方
005

その他の家きんの脂肪 0.05

鶏の肝臓 0.1

その他の家きんの肝臓 0.1

鶏の腎臓 0.1

その他の家きんの腎臓 01

鶏の食用部分

その他の家きんの食用部分

0.1

0.1

*1:そ の他の陸棲哺手[類に属する動物とは:陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。   
‐

栗2:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

年3:その他の家きんとは、家きんのうち,鶏以外のものをいう。
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯 薬事法に基づく動物用医薬品の再審査申請に伴うもの

本剤の概要

クロ不トリジウム ショウベィtクロストリジウム セプチカム、クロストリジウム ノ

ビイtクロストリジウムパーフリンゲンス、1ク
ロストリジウムソルデリ下の培養

上清濃縮液をホルマリンで不活化及び無毒化したものを主剤とし、ァジ三バント
及び溶剤を使用したトキソイド_

適用動物/用途
牛/気腫疸、悪性水腫及びクロストリジウム パニフリンゲンス AI型菌による壊
死性腸炎の予防  `

我が国の承認状況 平成 17年 3月 より動物用医薬品として承認されている。

諸外国の状況 本製剤と類似のクロストリジウム感染症のワクチンが使用されてぃる。

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果

承認後6年間の調査期間において、MEDttNEを含むデータベース検索の結
果、安全性に関する報告は認められなかった6またt調査期間中に、12施設、
計511頭の調査が実施され、元気消木

‐食欲不振、下痢、呼吸器異常、投与部
位の腫脹又は硬結が副作用として見られてぃるが、承認前試験で観察された
反応以上のものではないことが観察された。したがって、提出された資料の範

囲において、承認時から再審査期間中において本製剤の安全性を懸念させる
新たな知見は認められないと考えられる。          :
本製剤の主斉1に使用されているクロストリジウム属菌の一部が産生する毒素

は、ヒトに対しても病原性を有するものと考えらゎるが、本製剤に用いられてい
る菌液及び毒素は不活化されており、いずれもヒト及び牛に対する病原性は右
していなぃ。また、添加斉1については、本製剤の含有成分の摂取による健康影
響は無視できると考えられる。

以上によりξ本製剤が適切に使用される限りにおいては
′
、食品を通じてヒトの

健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる:

基準値案
食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととす
る。

答申案 食品中の残留基準を設定しないことが適当である。

牛クロストリジウム感染症 5種混合 (アジュバント加)トキソィド

‐105,



審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯 薬事法に基づく動物用医薬品の再審査申請に伴うもの

本剤の概要
アイメリア ネカトリックス Nh―P125株オーシストを主剤とし:防腐剤及び溶剤を
使用した生ワクチン

適用動物/用途 鶏/アイメリアネカトリックスによる鶏コクシジゥム症の発症抑制
平成 15年 10月 より動物用医薬品として承認されている。我が国の承認状況

諸外国の状況
アイメリア ネカトリッタスを主剤として含有する同様の鶏用の生ワクチンが使用
されている。

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果 |

承認後6年間の調査期間において、PubMedを含むデ丁タベTス検索の結
、果、安全性に関する報告はなからた。また、調査期間中に延べ12施設、
135,004コョの調査が実施され、本製剤投与後 28日間の臨床観察の結果、鶏に

対する副作用は 1例もなかったと報告されている。したがって、提出された資料
1の範囲において、承認時から再審査期FEl中 におぃて本製剤の安全性を懸念さ
せる新たな知見は認められてぃないg

本製剤の主剤であるアイメリア属原虫は宿主特異性が高く、鶏以外は感染し

ないとされており、鶏コクシジウム症1ま人議業通感染症と見なされていない。
また、添加剤については、本製剤の含有成分の摂取による健康影響は無視 :

できると考えられる。

撚上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒ

トの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる:

食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととす
る:   ヽ  :
食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   1 ■

基準値案

答申案

鶏コクシジウム感染症(ネカトリックス)生ヮクチン ,
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯
馨事法IF基づく動41m用 医薬品の製造販薫の承認申請に伴い意見聴取があっ

たもの          `  ,

CP-472,295                     cP_547:272

牛、豚/細菌性肺炎の治療

半合成マクロライド系抗生物質であり、2つの異性体 (CP-472,295及び
CPr547,272)の 平衡混合物である:細菌細胞のリボソ下ム 5os,ブ三ニット
に結合してタンパク質合成を阻害し、その結果静菌的作用を示す。

承認されていない(新たに承認申請がなされたもの)も
 ` |

国際基準は設定されていない:

米国、:U、 豪州及びカナダにおいて基準値が設定されている。

許容■日摂取量(ADI)0.015mg/kg[体重/日        |
[設定根拠]2世代繁殖毒性試験、催寄形性試験(ラット・経口投与)   .

最小毒性量 15mgノ kを 休重/日 ‐    ■      1
安全係数 1000

承認申請にあたり実施された残留試験o結果によると、農林水産省におぃて

設定育れる予定め使用禁止期間内に肇留量が現行の範囲内まで減少するこ
とから、基準を変更する必婁はなし(。                `
肇留の規制対象物質:ツラス回マイシン     |
TMD1/ADI比は、以下のとおり。  

｀

TMD1/ADI(%)

国民平均 10.5

幼小児 (1～ 6歳 ) 21.6

妊婦 11.1

高齢者 (65歳以上) 10.3

TMDI:理論最大十 日摂取量 (Th9oreJcLI Ma対 mum Daiし ぃtake)

現行の残留基準を変更しないことが適当である。

'CH3

pH

Hもが ヽ
H

構造式

適用動物/適用疾患

作用機構

我が国の承認状況

諸外国の状況

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果

基準値案

暴露評価

答申案

ツラスロマイシン(TulathrOmycin)
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(参考 )

現行の残留基準

ツラスロマイシン 、    、

食品名
残留基準値

(ppm)

牛の筋肉 0.3

豚の筋肉 2

牛の脂肪 0.2

豚の脂肪 03

牛の肝臓 |
5

豚の肝臓 4

牛の腎臓

豚の腎臓

3

9

牛の食用部分十 3

豚の食用部分 5

*:食用部分とは:食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部

分をいう:
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ヽ

マイコプラズマ=ガリセプチカム感染症百

マイコプラズマロシノビ平感染症混合生ヮクチン

審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定 
｀
       す

薬事法に基づく動物用崖薬品:の製造販売の承認申請に伴い意見聴敢があった

もの                           1

甲毒マイコプフズマ甲ガリセプチヵム(以下(「M旬 )0/35株及び弱毒マイコプラ

ズマロシノビエ(以下、「MS」 )MSl株を主剤と
|、

緩管青1及び安

=剤
を使用した

生ワクチン  ,       t          :
鶏/マイコプラズマ|ガリセプチカム及びマイコプラズマ・シノビエ感染に伴う呼

啄器疾病(気嚢炎)及び産卵率低下め軽減 |            ‐

承認されていない(新たに承認申請がなされたもの)。

経緯

本剤の概要

適用動物/用途

我が国の承認状況

諸外国の状況
類似の単味ワクチンは使用されているが、混合ワクチシとしては使用されてし`
41い 8

MG感染症及び MS感染症は鶉を主要な宿主とする慢性的な呼吸器疾患で

あり、人獣共通感築症とは見なされていない。また、MG及び MSのいずれもヒト

から分離されたという報告はない。

本製剤の緩衝剤又は安定剤として使用されている添加斉1については、物質
の使用状況、既存の毒性評価及び本製剤の投与量を考慮すると、本製斉1め含
有成分の摂取による健康影響は無視できると考えられる:        、

本製剤の主剤Fある弱豪MG6/85株みび弱毒MS MSl株は弱毒化されてお

り、鶏を用いた安全性試験及び臨床試験で安全性に問題はないとされている。
さらに、主剤の病原性復帰も起こらないことが確認されている。
以上のことがら、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒ

トの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。

食品安全委員会におIチる評価結果を踏まえ、残留基準を設定しなしヽこととす
る。                        1

食品:安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果
'      |

基準値案

答申案 食品中の残留基準を設定しないことが適当である。



別 冊

食品中のアフラ トキシンについて

国立医薬品食品衛生研究所

衛生微生物部長 小西良子

11国内流通食品の含有実態調査について      ,

平成 16～ 18年度の厚生労働科学研究において、国民の食品摂取を通じたアフ

ラトキシンの暴露評価を行 うことを目的として(国内流通する食品中の含有実態

調査を行つた。調査方法の詳細及び結果の概要は以下の とお り。

(1)対象食品の選定

過去の知見に照らし、アフラ トキシンに汚染されやすい と考えられる食品

を調査対象 として選定 した。なお、1年毎に対象品目の見直しを行い、新たに

汚染・検出情報のあったものついては、調査対象品 目への追加を行つた。

(2)試料数の設定

w「IOの地球環境監視システム/食物汚染監視計画 (GEMS/Food)に おい

て、適 lF_な統計処理に必要とされる最低試料数 (25試料)を基本として、各

食品の汚染頻度に応 じて試料数を設定した。なお、1年毎に試料数の見直 しを

行い、検出状況に応 じて試料数の増減を行つた (一部、調査途中で品 目追加

した食品については、25試料の確保ができなかつた)。

(3)試料の採取方法

農林水産省から提供 された米以外の食品は、全国各地 (北海道、東北、東

京、大阪t九州)の小売店等で販売されているものを購入 した。賞味期限等

により同下の製造ロットであることが確認できるものを、基本的に 1試料に

つ き合計 l kg以上となるよう入手 した。

(4)試料の調製方法

基本的に採取試料の全量を粉砕 して均一化 し、その 50gを採取して、総ア

フラ トキシンの分析に供した。

(5)調査結果の概要

・ 検出した食品の うち、落花生及びはとむぎのそれぞれ一試料で総アフラ トキ

シンが 28.0口 g/kg、 9.71 μg/kg検出されたが、この二試料以外は、概ねそ

の濃度は低レベルだった。

・ピスタチオ、そば粉及びコーングリッツではtBグループ (ア フラトキシン

Bl又はB2のみが検出されるもの)汚染のみと考えられたが、落花生、チlヨ

コレー ト、はとむぎ、香辛料、ココア、ピーナッツバター及びアーモン ドで

は、BGグループ (Bグルアプにカロえてアフラ トキシン Gl又は G2が検出さ

れるもの)汚染が認められた。

・落花生は、検出されたのは一試料のみであつたが、Bグル‐プよりも Gグル

ープの汚染濃度が高かつた。
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平成 16～ 18年度 国内流通食品中のアフラ トキシン含有実態調査結果 (厚生労働科学研究 )

食  品
*1

試料数 染
数

汚
件

検出試料の平均汚染濃度 (範囲)(口 g/kg)*2

H16
年度 Ｈ‐７戦 Ｈ‐８牲

合 計 アフラトキシンBI アフラトキシンB2 アフラトキシンGl アフラトキシンG2 幣念アフラトキシン

落花生 150 1

チョコレート 0,イト
角ルた卜2をr`≧,[」) / 34

0.27.

(0.1～ 0.88)

0.13
(0.1,018)

0 13

(0 1～ 0 33)

0.1
(01)

0.33
(0.1～ 0.21)

ヒ
゜
スタチオ / / 5 5 1

はとむぎ / 6
2.45

(0 29～9 0)

0.38
(0 1～ 0 58)

0.16
(0 1～ 0.30)

2.77
(Of 31～ 9.71)

そば粉 6 2
0.53

(0 24～0.81)

0.17
(0 173)

0 61
(0 238～ 0 987

香辛料 / 5
0.36

(0.1～ 1.0)

２

の

０

０

0.44
(0.1～ 1 0)

ココア / / 8
0.33

(0.17～060)
0.13

(0 1～ 0 15)

0 11

(0.1～ 0 11)

0 40
(0 17～0 85)

ヒ―゚ナッツハ
゛
ター

0.86
(0 1～ 259)

0 25
(0.1～ 0 52)

0.37
(0 1～ 0 81)

0.2
(0 12～ 0 46)

1.18
(0.1～ 3 92)

アーモント
゛

(募晦疑
詢 / / 6

0.37
(0 1～ 089)

0 14
(0 1～ 0 17)

01
(0 1～ 0 12)

0.43
(0.1～ 1 06)

コーンク
゛
リッツ 2

*1 検出例のあつた食品のみを抜粋 (上記食品以外に米、スウィー トコマン、ポップコーン、ローンフレーク、

豆菓子、ごま油、そば麺、乾燥いちじく等を調査)

定量限界 0.l μg/kg

2:参考情報             ‐

(1)産生菌の概要        ‐

アフラトキシンは、主に真菌類の不完全菌類に属するかびであるИψ‐曇 ∫

ルフυF及びИψ〕rgi■■us″塑y脆おによつて産生される二次代謝産物の毒素であ

る。これらの菌は、土壌や食品など自然界に広く分布し、一般の農作物にお

いてはИ 動爾sの汚染を受けやすいが、落花生の場合、土壌で成熟するため

И.ρ″観″ε
“
が優位となり、本菌による汚染を受けやすい。また、И.′Omius

は昆虫を媒介 して香辛料を汚染することが知られている。

<参考>平成 19年度 国内流通食品中のアフラ トキシン含有実態調査結果 (食品等試験検査費)

食  品 試料数 汚染件数
検出試料の平均汚染濃度 (範囲)(μ g/kg)*

アフラトキシンBl アフラトキシンB2 アフラトキシンGl アフラトキシンち 紹まアフラトキシン

落花生 1 02

アーモ ン ド 2
0.11
(011)

0.11
(011)

くるみ 8 0

n*E tvi y) 7 0

ピスタチオ 9 2
0.51

(0 3～ 0.71)

0.51
(0.3～ 0 71)

*定量限界 0 1 μg/kg(落花生のみ 0.1～0 5 μg/kg)
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食品中のアフラ トキシン汚染に関連する主要な産生菌

産生菌
産生かび毒

主要な発生源
AFB AFG

∠.■2フ7S 十 各種食品

ス.ρ″雰f″cIIs 十 十 落花生

∠  z70〃 |口s 十 + 香幸料

斑B:アフラトキシンBグルニプ AFG:アフラトキシンGグループ

(2)産生菌の増殖条件 口毒素の産生条件

・産生菌の増殖条件

最低温度 10～ 12℃、最高温度 43～48℃、湿度80%   :
・毒素の産生条件

最低温度 12～ 15℃、最高温度 42～45℃

(至適温度 28℃、水分活性 0.98)

※ いずれもス.カフυ∫とスク″
"ticusで

相違は認められていない。

(3)毒素の食品中分布

一般に、アフラトキシン産生菌に植物病原性はほばないとされており、収

穫後の穀物等の粒表面の傷などから侵入し、増殖して毒素を産生する。,菌が

着生している穀粒は局在しているが、汚染された穀粒中のア7ラ トキシン濃

度は非常に高くなる。そのためロット内のアフラトキシン濃度は、汚染され

た穀粒がどの程度混入しているかによつてばらつきが生じる。 トウモロコシ

を例にとると、一つのロットから5 kgを採取し、その全量を均一化してアフ

ラトキシンを分析した結果が 20 μg/kgで あつた場合、10,000粒申6粒が汚染

していると推定されている (JohanssOn,et al,J AOAC Internationa1 83,

1270-1278)。

(4)‐ 産生菌の地理的分布 
 `        ・          :

アフラトキシン産生菌は、主に温帯、亜熱帯から熱帯地域に分布し、北緯

35度～南緯 35度間の低海抜地帯における農作物を汚染する。

1′
歎ξ≒

35 会ヾ マ摯毛
°

_ヽ≫
｀
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アフラ トキシン検査におけるサンプリングプランの改正について

1、   アフラトキシンの評価

食品安全委員会のカビ毒評価書 (平成 21年 3月 19日 付け府食第261号)に よれば、
「暴露量の推定結果から、アフラトキシン Blに対して 10,g/kgを検出限界として
規制をしている 現状においては、落花生及び本の実 (アーモンド、ヘーゼルナッツ、
ピスタチオ)について(総アフラトキシンの規格基準を設定することによる食品から
の暴露量に大きな影響はなく、現状の発がんリスクに及ぼす影響もほとんど無いもの

と推察された。しかしながら、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発
がん物質であり、食品からの総アフラトキジンの摂取は合理的に達成可能な範囲で出
来る限り低いレベルにするべきである。汚染実態調査の結果、BGグループの汚染率
が年々高くなる傾向が見られていることを考慮すると、落花生及び木の実にっいて、
発がんリスク及び実行可能性を踏まえ適切に総アフラトキシンの基準値を設定する必
要がある。」と評価している。

2、   アフラトキシンのサンプリングプラン

平成 21年度に開催された第 43回 UぬR(天然資源の開発利用に関する日米会議)

有毒微生物専門部会において、サンプリングプランの検討要請がなされたことから、
国立医薬品食品衛生研究所において比較、検証を実施した。

米国、EUと のサンプリング比較を別添 1に、基準値 10μ g/kき と設定した場合のサ
ンプルサイズによるトウモロロシ穀粒中のアフラトキシン測定のバラツキの比較は別

添 2の とお りであり、抜き取リサンプノンが粒状である場合、その粒数が真値に対する
正規分布に影響を与えることが確認 された。

また、別添 3に示すように正規分布は 1,000粒以上で確認され、10,000粒以上の場
合、より正確な判定が可能となることが確認された。              |

このため、アフラトキシンのサンプリングについて 1,000粒以上を確保 し、実行可

能性を考慮 して検体採取量を改正する。

3、 品日ごとの採取量 【例】

変更前 変更後

品目名 採取量
1粒重

量  (g)

1,000オ立

重量(kD

10,000粒

重量 (kg)

5kg換算粒

数 (粒 )

採取量

落花生 (大粒) 1ヌtは 0.5kg 0.850 09 8.5 5:882 5kg(1,000粒 以上確保)

アーモンド 1ヌ[は 0.5kg 1.200 1.2 12 4,167 5kg(1,000粒 以上確保 )

クルミ 1ヌ[は 05kき 3.000 3.0 30 1,667 5kg(1,000粒 以上確保 )

ナツメグ 1ヌ[は 0.5kg 4.000 4.0 40 1,250 5kg(1,000粒 以上確保)

いちじく(乾燥 ) 1ヌtは 0 5kg 5.000 5.0 50 1,000 5kg(1,000粒 以上確保)

′ごま 1ヌ[は 015kg 0.003 0.003 003 1,666,667 lkg(10,000粒 以上確保 )

米 (含むワイルドライス) 1ヌ[は 0.5kg 0.023 002 0.23 217,391 lkg(10,000粒 以上確保 )
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アフラトキシン検査実績(平成22年 1月 1日 ～平成22年 12月 31日 までの速報値 輸入食品監視支援システムによる検索日:平成23年2月 15日 )

―
∞
―

穀類

3878847 3894128 37075
1 1060,91 367 157045

781318 377 92355
101035 10,4ワ

1 56746

Jlそ

豆類

772887 23641 0
19097 0

し 15,8, 1735 0
1531 1531 5 104

7893 168,368 6.403 1

コー ヒ コ 18474 407.576 1543 42456 0

「
E実類

rま 1608 163.825 633 76592 2
その他種実 225692 3057 2

乾燥果実
1鷺果実 8_753 145706 268 ・0

いち ti〈 1205 1225 4 24
1  1.5ol 13699
鯰 n石降なな

平成 22年次

ナッツ類

5414 6931 5399 96.996 522
1820 26.268 1702 25.990
728 9402 0

6519 1.022 0 0
2.385 2_382 44
579 549

222 936

香率料

レう力くちl 3586 16.074 1394 10054 8
こ1´ 上う 1.206 8800
マスター ド 4,692 1 0
ターメリック 3507 2,985 0
コリアンダー 3465 0
ワミン 1915 260 0

そ の {世 否 半 料 7034 1122
1

-
ー

818 45.713 229 9128

茶 R

その他 その イ 15,949 337082

-1

2.626 16074 3

蕩



平成23年度輸入食品監視指導計画 (案)について

平 成 23年 3月

輸入食品安全対策室

1.輸入食品監視指導計画とは

輸入食品等にっいて国が行う監視指導の実施に関する計画 (食品衛生法 (以下「法

という。」第23条)をいう。

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を
′
車点的、効果的かつ効率的に実

:  施することを推進し、輸入食品等のT層の安全性確保を図る。   1

2.輸入食品等の監視指導の基本的な考え方

食品安全基本法第 4条 (食 品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の

各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない)の観点から、

輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を策定し、

監視指導を実施する。    i

3.重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

0輸入届出時の審査による法違反の有無の確認

0モニタリング検査※1(平成23年度計画 :約 8方 6キ件)

○ 検査命令※子(平成 22年 4月 1日 現在 :全輸出国の 16品 目及び33カ 国・1地域

の 125品 目)

○ 海外情報等に基づく緊急対応

○ 輸出国制度調査の結果を踏まえたモニタリング検査件数の見直し

○ 検査命令の解除要件に関し、検査命令通知日からとし、期間を限定

○ アフラトキシンの指標変更を踏まえたモニタリング検査対象の拡大     :

4,輸出国における衛生対策の推進

〇 輸出国政府に対して衛生管理対策の確立の要請

○ 現地調査や二国間協議を通じた、農薬等の管理・監視体制の強化

5.輸入者への自
=的

な衛生管理の実施に関する指導

○ 輸入前指導 (いわゆる輸入相談)       :
○ 輸入前、初回輸入時及び定期的な自主検査の指導※3

0記録の保存に係る指導     ‐

○ 輸入者等全の食品衛生に関する知識の普及啓発

61国民への情報提供

○ 二国間協議及び現地調査等に関する情報の公表

○ リスクコ
・
ミュニケーションに関し、都道府県等及び他省庁との連携

※1:食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査

※2:違皮の蓋然性が高いものについて、輸入の都庫の検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ輸

入・流通が認められない検査

※3:原材料管理の検証に資する加工食品の残留農薬等に係る試験法の検討・開発を実施
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平成23年度輸入食品監視指導計画 (案 )の概要

輸入食品安全対策室

【計画本文】 (新たに盛 り込んだ事項を下線部で示す。)             ′

序 文

平成 22年度計画に基づく施策の実施状況の概要及び平成 23年度計画において取り組む施

策を記述d                             :
○ 計画的に輸出国の対日輸出食品の安全対策に関する制度調査を実施した。

また、平成 22年 5月 、日中両国担当大臣により「日中食品安全推進イ`ニ シアチブ覚書J=

品等の安全分野における交流及び協力を推進する。       ′

: 〇 ポジティブリスト制度の着実な施行のため、      ,

検討 を行 う。          1
・ 輸入時の検査項目の更なる拡充を図る。                    1
・ 輸出国に対し、生産及び製造カロエ段階における安全対策の推進を要請 し、必要に応じて、

輸出国における残留農薬管理の確認のため、現地調査を行 う。

・ 残留農薬等について検査命令の対象となつている食品について、輸出国における残留農

薬等管理の検証を目的として、モFタ リング検査を強化する。

・ 食品衛生法第 6条

O BSE問題について、現地調査結果等を踏まえ、輸出国政府が管理する対 日輸出プログラム

の遵守状況を引き続き検証する。

○ 弓|き 続 き輸入者による輸出国段階における自主的な安全管理の推進を図るとともに、輸出

国における安全対策に関する情報収集の推進に努める。

目的            ・

「重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もつて、輸入食品等のす層の安全

性確保を図ることを目的とする。」 i

適用期間

「平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 」 |
２

・
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3 輸入食品等 監視指導の実施に?いての基本的考え方

査品安全基 本法第 4条 (食品の安全性昨保は、国内外における食品供給行程の各段階におい

て適切な措置 を講 じる|と により行わなけ■
ばならない)の観点から、輸入食品の安全性確保

のために、輸 出国における生産、製造、加平等
の段階から輸入後の国内流通までの各段階にお

いて講 じるンドき措置の基本的事要について記ヰ。

・ 各段階にお いて講 じる大き措置の主体を明記唯

4 生産地の事 情等からみて車点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(1)輸入届出の 確認、 (2)モニタリン
グ検査、(3)モ ニタリング検査以外の行政検査、 (4)検査命

令、(3)包括白勺輸入禁止措置及び (6)海外情報等に基づく緊急対応における本省及び惨疫所の
準

割、実施の手 順について謳述。

:モニタリング計画の策定に際し、輸出国制度調査の結果、当該国における対日輸出品の安

全管理が適 切に実施されていることが確認された食品については

を見直す。             .
.輸                      i里 上庄上生暉:中

にモニタリング計画の

見直しを行 う。

・1鍾全型塑塵墾山艶 型上童動金肇幽叫卓 学 ■

5 輸出国における安全対策め推進

輸出国の生 産等の段階において法違反の未然防止を図るため、輸出国に対する(1)球が国の

食晶安全規制 あ周知、 (2)二国間協議、現地調査等及び (b)技術協力等の取組について記述。

: 。「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」に基づき、日中間に墜生る食品の安全性向上のた

6 輸入者べの 自
:主

的な安全管理の実施に係る指導に関する事項

食品安全基本法第 8条及び法第 3条第 1項に規定される食品等事業者の責務に照 らし、輸入

者に対 して 自主的な安全管理の推準を図ぅため、輸入者等に対する(1)基本的指導事項、 (2)

輸入前指導の実施t(3)輸入前指導による法違反発見時の対応、 (4)自 主検査の実施、 (5)輸入

査品準め記録 の作成及び保存及び (6)食品安全に関する知識の向上等の指導事項を記述。

・ 輸入食品等 の記録の作成及び保存に関し、
「
食話肇事業者の記録の作成及び保左

■
墾拳上量

(ガイ ドライン)を踏まえることを明記。    t

遣 し、シンポジウムを開催する。

=11ニ



7 法違反が判明した場合の対応

(1)輸入時、 (2)国 内流通時の検査等で法違反が発見された場合の対応、(3)再発防止のため

の輸入者に対する指導、(4)法違反を繰り返す輸入者等に対する営業の禁停止処分、(5)悪質事

例の告発及び (6)違反事例の公表等における本省、検疫所及び都道府県等の連携、実施の手順

について記述。        ′

8 国民への情報提供

輸入食品等の安全性確保に関する情報を広く国民べ提供するため、(1)モニタリング計画等

に関する情報Iの提供、(2)二国間協議及び現地調査等に関する情報の提供、(3)本計画に基づく  ヽ

監視結果の公表、(4)食品等の安全に関するリスクコミュニケァションの取組等にういて記述。

: 本省は、輸出国の安全対策の推進等のため実施した、二国間協議及び現地調査等に関する

情報について公表する。

・ 食品等の安全に関するリスクゴミュニケーションについて、者5道府県等及び他省庁 と連携

して実施する。

9 
‐
その他監視指導の実施のために必要な事項

(1)食品安全に関する人材の養成、資質の向上t(2)検疫所が実施する食品等の試験検査等に

係る点検に係る取組について記述。
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食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について

分科会 分 類 剤 名 パブリックコメントの状況 ⅥFO通報の状況 備考

10月 8日 汚染物質 アフラトキシン
平成22年 8月 9日 ～
平成22年 9月 8日

意見あり
平成22年 11月 4日 ～

平成23年 1月 3日
コメントあり

規制(案 )の 変
更はなし

添加物 ピペリジン
平成22年 8月 24日 ～

平成22年 9月 22日
意見あり

平成22年 8月 26日 ～

平成22年 10月 23日
藪見なし

添加物 ピロリジン
平成22年 8月 24日 ～

平成22年 9月 22日
意見なし

平成22年8月 26日 ～

平成22年 10月 23日
意見なし

添加物 フルジオキソニル
平成22年 9月 21日 ～
平成22年 10月 20日

意見あり
平成22年9月 21日 ～

平成22年 10月 20日 き見なし

添加物 2.6-ジメチルピリジン
平成22年 10月 19日 ～

平成22年 11月 17日
意見なし

平成22年 11月 5日 ん

平成23年 1月 3日 藪見なし

添加物 5-エチル‐2-メチルピリジン
平成22年 10月 19日 ～
平成22年 11月 17日

意見なし
平成22年 11月 5日 ～
平成23年 1月 3日 意見なし

農薬 プロピリスルフロン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントなし

農薬 スピネトラム 半 成 22年 9月 3日 ～

工 歳 ク,生 ln日 ,日 意見あり
平 成 22年9月 15日 ～

平 成 ,2年 11日 14R コメントあり
基準値(案 )

の変更はなL

農薬 パクロブトラゾール
平成22年 7月 7日γ
平成22年 8月 5日 意見なし

平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントなし

農薬 プロポキシカルバゾン 平成22年 8月 2日 ～
平成22年 8月 31日

意見なし
平成22年8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし

農薬 フルフエンピルエテル パブリックコメントの対象列 WTO通報の対象外

農薬 フルジオキソニル
平成22年 9月 3日 ～
平成22年 10月 2日 意見あり

平成22年9月 15日 ～
平成22年 11月 14日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 ジクロスラム パブリックコメントの対象列 W「0通報の対象外

農薬 チアゾピル パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

農薬 クロルエトキシホス 平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日 意見なし
平成22年9月 15日 ～

平成22年 11月 14日
コメントなし

農薬 エトプロホス
平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日 意見あり
平成22年9月 15日 ～

平成22年 11月 14日
コメントなし

基準値(案 )

の変更はなし

農薬 トリブホス
平成22年 9月 3日 ～
平成22年 10月 2日 意見あり

平成22年9月 15日 ～
平成22年 11月 14日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 シエノピラフェン
平成22年7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～

平成22年8月 30日
コメントなし

農薬 メトキシフェノジド
平成22年7月 7日 ～
平成22年 8月 5日 意見なし

平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントあり
基準値(案 )

の変更はなし

農薬 シフルメトフェン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～

平成22年 8月 30日
コメントなし

農薬 アゾキシストロビン
平成22年 7月 7日 ～

平成22年 8月 5日 意見なし
平成22年7月 1日 ～
平成22年8月 30日

コメントあり
基準値 (案 )

の変更はなL

農薬 ビフェントリン
平成22年 8月 2日 ～
平成22年 8月 31日

意見あり
平成22年 8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし
基準値 (案 )

の変更はなし

農薬 クロルフエナピル
平成22年 8月 2日 ～

平成22年 8月 31日
意見あり

平成22年8月 9日 ～
平成22年 10月 8日

コメントなし
基準値(案 )

の変更はなし

10月 8日
動物用医
薬品

アセトアミノフェン
平成22年 9月 3日 ～

平成22年 10月 2日｀ コメントな WrO通報の対象外

動物用医
薬品

ントプロフェン パブリックコメントの対象外 WrO通報の対象外

動物用医
薬品

ホスホマイシン パブリックコメントの対象外 VVTO通報の対象外

動物用医
薬品

啄増殖性腸炎乾燥生ワクチン パブリックコメントの対象外 WrO通報の対象外

動物用医
薬品

豚インフルエンザ・豚丹毒混6
(油性アジュバント加)不活化
ワク手ラ

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

勤物 用 医

薬品

場伝 染 性 フアフ リキ ウス曇 病
r片 而 書 hn、 と

"々
手 ′`

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

動物用医
薬品

マイコプラズマ・ハイオニュニ

モニエ感染症 (カルボキシビニ

ルポリマーアジュバント加)不

活化ワクチン

パブリックコメントの対象外 MЮ通報の対象外

医用物

品

動
一楽

豚アクチノ′ヽシラス・プルロ
ニューモニエ (1・ 2・ 5型 )感染
症・豚丹毒混合 (油 性アジュバ

ント加)不活化ワクチン

パブリックコメントの対象外 WTO通報の対象外

6月 2日
動物用医
薬品

)t)vJE7r-> 平成23年 2月 21日 ～
平成23年 3月 22日

平成22年 11月 23日 ～

平成23年 1月 22日
コメントなし

助物用医
薬品 "/v/ 

/-TA-lv 試験法と合わせて実施予定
平成22年 6月 14日 ～

平成22年 8月 13日
コメントあり

0




